
別表 1-1 配分基礎単価
(1)脱箭 叫 ―ビス盤 備 助成事業

洵 てヽ、

離 ん十、―ム

雑 人卜 払

すⅢ
―

銅 陸 人保健施設

特男嘩 肝 ム

・副知虚対応型デイサLビスセンター

・ 釉 l

・ ′l

…

プホーム

1-1の 2の 1

集・隠

・J博謝的扮置付きホーム (有料考ん十、―ム又は
サいビス付き高齢者向け住宅であって、特定施設
入― 看ザl置

の指定を受けるもの)

・ 施 雲 硯 ジ 将 a百 自 前 に 重 史

・緊急ショートステイの整備

・→☆剰膨 ウヽス

― 厳 援センタ
ー

・コ命EE月舅げ〕貿し魚

翻知虚対応型デイサ…ビスセンター

搬 lヽ隷

・ 柳 ・

J

・覆m聞晰着グ,レーカトム

・韓 肉卜=ム

・小規模なケアハウス は炭魏鄭み据贈生活弁護

・J鸞 ュ
ー
人ホ=ム

・ ′l"

J韓 人保健施設

ショートステイ用居室

1区 分

1,12B千円

の個露q船凱嗣隊劇騎蛯める領

8,910千円

中 勁 る額

―

lこ ll汚 を乗じ顔

2,000ヽ 4.480千円
の田野連田勘胡隊餌助錠める額

…

酌 る観

千円

35,700千円

②田既¶恥翫嗣障db錠める額

8,910千Π

11,9∞ 千円

②□蟄q騎コ嗣隊胡助掟める顔

千円

15,∞0-33,m千 円
咽 電訥勘翻隊呵助錠める額

千円

2,000ヽ 4,480千円

ぬ 離 胡 腺 鱒 艇 め穂

∞0千円

お,lX10将 6,000千円

中 勁 る領

2 -単 価

定員数

介讚施設等の創設を条′干Hこ行う広H理腱殿の大規膜修僣・耐劇蹴

麟

空き家を肝化 ナ垂 備

上翻登管する

弾 籍

整備勲

麟

整備勲

麟

腿

麟

麟

腿

触

麟

嗣

整備勲

整備勲

整備殿

麟

朧

整備棘

―

リービスー の整備

3単位

―

男―
人′十、―ム等

の整備 憾 の整備と―曲 9!朝
されるものであって、中

腫 靱 蹴 れ 。)I亀必

中 主呵爾暇醸及び工事

―   (工事施Iのため直接必要な
事鞠こ要する費用であつて、旅費、
触 、螂 印醜 本貴
及て琺▼陰船 等をいい、その顔
Iよ 工強 ヌ1江

―
の2

6%に相当する額を限鹿顔とす
る。)。
ただし、別の負担 (補助)金制こ
おいて別睦補助対象とする費用を除
き、エー

江
-1コ

よ こ

れと同醇と潔bられる郊曹政び分

―  【脳 当と認められる韓
を請 。

4妄

"凛

網団R

割るなど、合理的な方法を用いて算出した額で助成することができる。
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(2)介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

介謹施設等の大規模修構の際にあわせて行う介謹ロボット・ ICTの導入に必要な経費

定員29名 以下の地域密着型施設等

の範囲で都道府県知事が定める額

20

ショー トス

・介護付きホーム (有料老人ホーム又はサービ
ス付き古齢者向け住宅であって、特定施設入居
者生活介産の指定を受けるもの)

・養護老人ホーム

・ケアハウス (特定施設入居者生活介護の指定
を受けるもの)

・介護医療院

介護者人保健施設

・特別景臣老人ホーム及び併設されるショー ト

ステイ用居室

・介護老人保健施設
・介饉医療院
・ケアハウス

・有料老人ホーム
・特別養護老人ホーム及び併設されるショー トス

テイ用居室
・認知症高齢者グループホーム
・小規模多機能型居宅介護事業所
・■護小規模多機能型居宅介護事業所
・生活支援ハウス
・サービス付き高齢者向け住宅

施設内保育施設

小規模な養離老人ホーム

都市型軽費老人ホーム

定期巡回・随時対応型訪間介離骨議事業所

はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定
施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

・■護小規模多機能型居宅介護事業所

小規模多機能型居宅介饉事業所

認知症高齢者グループホーム

ケ ア ス

も

小規模な介醸医療院

小規模な介護老人保健施設

及

ショー トステイ

テーション フ

卜型事業所の設置 )

(

ス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居
の

・秦離老人ホーム

ア ス の

を受けるもの)

・介離医療院

介護老人保健施設

ヨ ー

ステイ

1 区 分

420千 円
の範囲で都道府県知事が定める観

219千円
の範囲で都道府県知事が定める額

4,200千 円
め

420千 円
の範囲で都道府県

で 定める額

14,000千 円
で

839千円
の範囲で都道府県知事が定める額

の範囲で都道府県知事が定める額

839千 円
の範囲で都道府県知事が定める額

2 配分基礎単価

定員数

定員30名 以上の広城型施設等

定員数
(転 換 前 床
数)

の

人 の を

施設数

定員数

施設数

定員数
※小規模多機
能型居宅介離
事業所及び号

護小規模多機
能型居宅介離
事業所にあつ

ては、宿泊定

員数とする。

定員29名 以下の地域密着型施設等

施設数

定員数

定員 30名 以上の広峨型施設等

介護施設等の開設時、増床時及び再開設時 (改集時)に必要な経費

3単位

特別姿護老人ホ
ーム等の大規模停

構の際にあわせて

行う、介離ロボッ
ト・ ICTの導入
に必要な経費 (令
和 2年 4月 14日
老高発 0414第 1

号・老損発 0414

第 1号厚生労働省
老健局総務課長・

高齢者支援課長・

振興課長通知「地

域医療介離総合確

保基金 (介霞従事
者の確保に関する
事業)に おける
「管理者等に対す

特別養護老人ホ
ーム等の円滑な開
所や既存施設の増
床、介護療妻型医

療施設から介護老
人保健施設への転

換の際に必要な需
用費、使用料及び

質借料、常品購入

貴 (備品設置に伴

う工事請負費を含
む)、 報酬、綸

料、職員手当等、
共済費、資金、旅
費、役務費、委託
料又は工事請負
負。

4対象経費

※小規模多機



・介霞予防拠点

施設内保育施設

・小規模な養離老人ホーム

都市型軽貴老人ホーム

定期巡回・随時対応型訪間介醸を産事業所

・小規模な介臣付き本―ム (石料を人ホーム又

はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定

施設入居者生活介臣の指定を受けるもの)

を離小規模多機能型居宅介護事業所

・小規模多機能型居宅介護事業所

・認知症高齢者グループホーム

・小規模なケアハウス (特定施設入居者生活介

護の指定を受けるもの)

・小規模な介護医療院

・小規模な介護老人保健施設

100千円

の範囲で都道府県知事が定める額

2,100千円

の範囲で都道府県知事が定める額

210千 円

の範囲で都道府県知事が定める領

210千 円

の範囲で都道府県知事が定める額

7,000千円

の範囲で都道府県知事が定める観

1か所

介護予防・健康づくりを行う介護予防拠点における防災な稔啓発の取組に必要な経費

施設数

定員数

施設数

る雇用管理改善方

策普及・促進事

業」の実施につい

て」の別紙 1・ 別

紙 2を率用す
る)。

介護予防拠点に

おいて◆加者の防
災に対するな識の

共有を国るために

必要な需用費 (印

刷製本費、修憎

料)、 備品購入費
(備品設置に伴う
工事請負費を含

む)、 報酬、旅

費、役務費 (通信
運搬費、広告料、
手数料)又は委託
料。

能型居宅介護
事業所及び看

離小規模多機

能型居宅介護
事業所にあつ

ては、宿泊定

員数とする。
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(3)定期借地権設定のための一時金の
―

・緊急ショートステイ

・生活支援ハウス

・
― ―

センター

介護予醒陳

・認知症対応型デイサービスセンター

・ 硼 ・ 嚇

定員29名以下の申

【控 譜寝 ・ 0喘B詔 覧露眼 d

・J嘴語路命置付き′十、―ム (有料老人ホーム又

I― ビス付き高齢者向け住宅であって、特定

・呻

・J韓 人ホーム

・
― 職 老人ホ

Tム

・君融 lヽ離

・J喘膜

蛉 グループ′十、―ム

・小規模なケアハウス

護の指定を受けるもの)

′l韓 ヂ憚霞彊邑購騒完

1胡離思駒鰐陛老人帥

るショートステイ用居室

定員29名以下中

ビ

ス付き高齢者向け住宅であつて、特定施設入居

者生活介値の指定を受けるもの)

・
― 人
′十、―ム

・ケアハウス             指定
を受けるもの)

・ ザト

ー

・介護老人帥

・特別養護老人ホーム及び併設されるショート

ステイ用居室

定員30名以上の帥

【本
―

1区 分

当競 を節 る用地

に係る醜 局長力錠める路

線価 l路線l面おく定められて

いないと囲 こおいては、固

定資産税評価翻副こ醜 局庁

が定める倍率を乗じた額

等、都道府県知事が定める

合理的な方法による額)の
2分の 1

2 鶉

1/2

3補 助率

定期階地権設定に際して授
受される一時金であって、借
地代の前払いの性格を有する

もの (当骸一時金の授受によ
り、定期借地権設定期間中の

全期間又は一部の期間の地代
の引き下Iザが行われていると

認められるもの)。

4斉拍R駕聞魔
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(4) ツ

む。)
・夷己脚Lス√万とL掃巨n購日腰

“

】R同F

護事業所を含む。)
・′lW賑路輿

・介護老人帥
・介護医療院
・養議老人ホーム

・軽費老人ホーム
・認矢口症高備 グループホ=ム
・1司頓菌莫
・看静 lttU酬典
・介護付きホーム (有料老人ホーム又はサービス付き

筒齢葡朝ナ住宅であって、

指定を受けるもの)

・介議老人帥
・ 丁ト

ー・ケアハウス
・有料老人ホーム
・特別養離老人ホーム及び併設されるショートステイ

用居室
・認矢田症高脩 グループ′十、―ム
・J司焼腑奥
・ 釉 lヽ層引康

・生活支援ハウス
・サいビス付き高齢譜向け住宅

特男l題老人ホT′ 乃ヽび併設されるショートステイ用
居室 (多床窒)のプライバシー保護のための改修

)

ユニット1ヒ」改修

∈=ニッ

「個室 → ユニット1ヒ」改修

1区 分

1,029千円

の範囲で都道府蜘 く定める額

3,m千円
の範囲で部団翻諄田助く定める額

改修 1.115千円
の範囲で都道府脚 錠める額

韓 2770千円
の範囲で都道府県知事がためる額

創殿 2240千円
の範囲で部勘行〕諧頭助く定める額

734千円

の範囲

"め
る額

2,380千円

の範囲軸 県矢障 力く定める額

1,190千円

の範囲で都道府県知事がためる額

2 -単 価

抑 所数

共生型サービス抑 所の整備

融

Л購的随瑯諄事C痺訓萩り勅 の整備

転換前床数

介護療養型医療施設の介護老人側甑騨予り颯鱈鮪

弾 老人保健施設から転換して介護医療院を整備する事業についても対象とする。)

整備床数

整備床数

ア 綿 J養競老人ホTムのユニッHヒ
イ 介護老人保健施設のユニット化
ウ Jト
ー
のユニット1ヒ

エ 州閣用迎盟朝曲理の改修により転換される姉 腿
・ 介護老人保健施設
・ ケアハウス
・ 特男―

人トーム
・ 丁ト
ー・ 認矢田症高齢者グルーカ‐ム

既存施設のユニット1ヒ改修

3単位

特別養護老人ホ

ーム等の看取り環

取 は共
―ビス斡 所の整備

のためのF友樹こ必

要職 ついては

同上。設備lこつい

ては、需用費 ぐ修

簿卜斗l、 使用料及

び賃借料又は備品

購入費 (備品設置
に伴う工事請負費
を含む。)。

特男l阻老人ホ
ーム等のユニット

化等の改修 (施設
の整備と―脚 91こ

整備されるもので

あつて、都随府県
鰯 u獲露と酌
瑚 を艶 。)
に必要な工事費又
は工事請負費及び
工靭 l工事
施Iのため直接必
要な事務に要する

費用であつて、旅

費、,雛 、通

―
 ヽ 硼

本震及び設計監督

料等をいい、その

額lよ、工事費又1よ

韓 の2
6%に相当する額
を限度額とする。)。
ただし、別の負

担 lttP洵)鋳 に
おいて別雌補助対

象とする費用を除

き、工事費又はエ

ー 費1こは、
こ

れと購 とこ]めら

れる露密汲 び分

担金及礎 当と認
められる購入費等

裕 転

4丼
"R網

聞此

洵 いずれ― の丁トー
も、定帥 よFRめない。
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(5)民有地マッチング事業

注)介護施設等とは、 (3)定期借地権設定のための一時金の支― の対象施設をいう。

(6)介護施設等における新型コロナウイ

・地域連携コーディネーターの配―

土』輿爾臓辞者とn組勧観殴増嘔釧齢走入拗
マ

1区 分

4.490千円

4.590千円

5,610千円

の範囲ヨ哺醍隋県矢Ⅲ噂力く定める額

2 -単 価

1かF研

自絲

自淋

民有地マッチング事業

3単位

民有地マッチング事業を実

施するために必要な賃金、旅

費、船 、― 、印用熙本

費、備品購入費等

4対 齢 餞

・2方向から出入りできる
―

の整

備
―

・-41整 ・多鷹 のジーニング経費支
援

・ユニット墾朗西磁移各エ ットヘの玄風整
露日こよるゾーニン

ー

榊 こおける筒
―

の― こ

係る

―

1区 分

3,500千円

6,000千円

1,000千円

4,320千円

2 -面

〕E麗贄i鞠

1か所

1か所

中
力勘 た餓

(定員数を上

限とする)

3単位

瑠礫期り硼肛MD'Ч崩ゆゾー
ニン
ー
嵯 備するため

I中 、  工鞍
又l却諄稿延激び工朝 傷

費 l工割疱工のため直接必要
′ょ
‐
鞠 軒 る費用であつ

て、鰭 、消脇 讃 、潮更

触 、  F打 ]「 ,‖ HLH,1ドヨ:HサIX蠅
督料等をいしヽ その回よ エ

ー
江 ― 費の2.

6%に相当する額∃限慶額と
する。)。
ただし、別の負担 lttP力)
金割こおいて男賎跡諄防咄象と

する費用を除き、工事費又は

韓 にIよ これと蒔
と勘 られる

―
び分押_

金及び適当と翻められる購入

欝 綺 。

業

ヅーニン
ー
の整聞こ係る経費支援事

鵬 囃 を― るた

めI… 、工事

費又は工事請負費及び工事事

務費 (工事施工のため直接必

要な蒻脚こ要する費用であっ

て、績 、消臓 敵 、潮 襲

触 、  日口顧唄凶!4電自,斑 【月ヨ,lFF11日宝

督料等をいしヽ その回表 エ

ー l】」ヨ膚繭員BMD2
6蜘コ旧当する顔刻限慶額と
する。)。

ただし、別の負担 l補助l

卸 磯おいて男鳴跡群助転象と

する費勝 き、エー lよ

エ
ー 費lこ1よ

これ嬬

とと7められる郵闇胡とび分押_
鍛 て殖 当と鋤 られる購入

欝 納 。

4声

"R寵

目鷺
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介證施設割こおける多建 ―
ヒに要す

るF女

―

978千円 定員数

す
―

こおける多―
帽 ヒに襲宛緊をココ晏賞いШよ

申

“
―

(工草あ伍 の川 蔵 醒 難

事務こ要する費用であつて、

旅費、 消‡焉主雪謁遍Hit 韓
費、印用熙本費及び設計監督
料等をいしヽ そ妍日よ 工事

貿烈江 ― 費の2.6%
に相当す穂 を― とす

る。)。
ただし、別の負担 (補助l
金椒こおいて月暖酵醸防対象と

する費用を除き、工事覚又は
エー 費lこIよ これと同等
と認められる委託置及び分担
金及び適当とと7められる購入

鋒 れ 。

注)いずれの介護施設等も、定員規倒よF口弓わない。

(7)介― の宿舎施設整備事業

・七餌臣付きホーム l糾老人ホーム又階ケー
ビス付き高齢者向け住宅であって、特定施設
入居者生活弁護の指定を受けるもの)

・ 看 融 lヽ婚引廃

・
柳

・

・′l将筋醜莫

・認矢B症高齢者グルーカ‐ム

・ケアハウス             指
定を受けるもの)

ケト
ー

・介霞老人保健施設

・特月l随老人梓 ム

1区 分

介護職員1定員当たりの延べ床面積 (′ψレコ
ニー、廊ド、階― 用部分を含む。)33∬

※上記の基準面積は、補助金算出の限度とな

る面積であり、実際の建築面積が上記を下回

る場合には、実際の当該建築面積を基準面積
とする。

2 鶉

1/3

丁トー 哺 腿 朧

3補F膵

ム等の政員の宿舎の

整備 l宿舎の整備と
一体的に整備される

ものであって、都道

府県駆助甥要と認

めた整備を台む。)

に必要な工事費又は
工中 び工事

事務費 (エー
の

ため直接必要な事務

に要する費用であっ

て、旅費、消耗品

費、通信運搬費、印

呻 雌

督料等をいい、その

翻よ、工事費又はエ

韓 の2 6%
13相当する額を限度

額とする。)。

ただし、別の負担

l補助)金等におい
て別途補助対象とす

る費用を除き、工事

費又は工事甜負費に

Iよ これと同等と認

められる委託費及び

分押量 及び適当と認

められる用八鋒 を

合も`。

4対 離 餞

洵 いずれの介護施設等も、定― よF幻わな
い。
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月J記 1-2

介護施設等の整備に関する事業 (在宅 E施設サービスの整備の加速化分)

1 目的

病床の機能分化及び連携に伴つて増加する退院患者に対応しつつ、また、今後急増す

る高齢単身世帯、夫婦のみの世帯、認知症高齢者等が可能な限り住み慣れた地域におい

て継続して日常生活を営むことを可能とするため、地域密着型サービス (介護保険法 (平

成 9年法律第 123号 )第 8条第 14項に規定する地域密着型サービスをいう。)等、地
域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進するとともに、一億総活躍社会の

実現に向けて緊急に実施すべき対策等として、平成 27年度補正予算措置による在宅 B

施設サービスの整備の加速化 B支援を拡充することを目的とする。

2 対象事業
(1)地域密着型サービス等整備等助成事業
ア 地域密着型サービス等整備助成事業
(ア )に掲げる施設等 (サテライト型居住施設・事業所を含む。)を整備する事業

を対象とする。

また、土地所有者 (オーナー)が施設等運営法人に有償で貸し付ける目的で整備す

る事業も対象とする。この場合、施設等運営法人が事業実施に当たつて適当な法人であ

ることの確認を行つた上で、選定されていることを前提とし、経営が安定的口継続的に

行われるよう、当該法人が以下に掲げる要件を満たしていることを条件とする。

日 賞与を受けている不動産について、施設等を経営する事業の存続に必要な期
間の地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記すること。

口 賃借料は、地域の水準に照らして適正な額以下であるとともに、安定的に賃
借料を支払い得る財源が確保されていること。

日 賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されており、施設等運営法人
が当該賃借料を長期間にわたつて安定的に支払可能であると認められること。

さらに、次に掲げる施設等を合築 口併設して整備を行う場合に補助単価の加算を

行うとともに、空き家を活用した地域密着型サービス施設 B事業所等を整備する事

業を対象とする。

なお、障害者や子ども等と交流することにより高齢者が地域において自立した日

常生活を営むことができるよう支援するものである場合については、障害者や子ど

も等が併せて利用する場合であつても対象とする。

(ア )対象施設等

a 地域密着型 (定員29人以下)の特別養護老人ホーム及び併設されるショー



トステイ用居室 (ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏ま

えるものとする。)

b 小規模 (定員29人以下)な介護老人保健施設 (ユニット型を基本としつつ、
地域における特別の事情も踏まえるものとする。)

c 小規模 (定員29人以下)な介護医療院
d 小規模 (定員29人以下)な養護老人ホーム (地域で居住できる支援機能を持
つ養護老人ホーム)

e 小規模 (定員29人以下)の特定施設入居者生活介護の指定を受けるケアハ

ウス (ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるものと

する。)

f 低所得高齢者の居住対策として「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基
準 (平成20年厚生労働省令第 107号 )」 第34条の規定に定める都市型軽費
老人ホーム (都市型軽費老人ホームの居室面積については、10.65雨 (収納
設備を除く)以上とすることが望ましい。)
g 認知症高齢者グループホーム
h 小規模多機能型居宅介護事業所 (介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を
含む。以下同じ。)

i 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
j 看護小規模多機能型居宅介護事業所
k 介護関連施設等に雇用される介護職員等のための施設内保育施設 (主として
当該施設又は事業者の職員を対象としたものでなければならない。ただし、施

設職員等の利用に支障のない範囲において、外部の利用も認めて差し支えない。

また、設置場所については、利用の便 (近接地、通勤経路)への配慮や障害者や

子ども等と交流等の面から検討することが重要であり、個々の施設により事情

が様々であることから、敷地内の設置に限定されない。)

I 小規模 (定員29人以下)な介護付きホーム (老人福祉法 (昭和 26年法律

第45号)第 29条第 1項に規定される有料老人ホーム又は商 離 の安定

確保に関する法律 (平成13年法律第26号)第 5条第 1項の登録を受けたサービス付

き高齢者向け住宅 (スマートウエルネス住宅等推進事業補助金交付要網 (平成26年 3

月31日付け国住心第 178号)に規定するサービス付き高齢者向け住宅整備事業の補

助対象となるものに限る。以下同じ。)であつて、特定施設入居者生活介護の指定

を受けるもの)(ただし、北海道、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川

県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県における整備に限る。)

(イ )整備区分
「整備」とは、次の表の整備区分ごとに掲げる整備内容をいう。 ((5)の事

業を除き、以下同じ。)

2



増 改 築

改   築
(再開設)

増築 (床 )

創   設
(開 設 )

整 備 区 分

既存の施設等を取り壊して、新たに施設等を整備す

ることにあわせて現在定員の増員を図るための整備

をすること。 (一部増改築を含む。)

※ 1、 ※2について同上。

既存の施設等を取り壊して、新たに施設等を整備するこ

と。 (一部改築を含む。)なお、現在定員を維持ずること
基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるものと

する。

※1 取り壊し費用も対象とすることができる。
※2 既存施設等を移転して改築する事業を含む。この
場合、既存施設等を取り壊すがどう力Чま問わない。

※3 改築にあたり定員を見直す場合には、改築後の定員等
について、地域のニーズ等を踏まえたものとなるよう指

定権者とあらかしめ協議ずること。

既存の施設等の現在定員の増員を図るための整備を

すること。

新たに施設等を整備すること。 (空き家等の既存建物

や地域の余裕スペース (学校、公営住宅、公民館、公

有地等)を改修 (本体の躯体工事に及ぷかどうかは問

わず、屋内改修 (壁撤去等)で工事を伴うもの)して、

施設等を整備する事業を含む。)

整 備 内 容

イ 介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備事業
介護の受け皿整備量拡大と老朽化した定員30人以上の広域型施設の修繕を同時
に進めるため、都道府県計画及び市町村計画に定める介護施設等 (特別養護老人ホ

ーム、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護の指定を受けるケ

アハウス、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、介護付

きホーム。いずれも、定員規模及び助成を受けているかは問わない。)を 1施設創

設することを条件に、 (ア)に掲げる広域型施設 1施設の大規模修繕又は耐震化を

行う事業を対象とする。

なお、創設する介護施設等と大規模修繕又は耐震化を行う広域型施設の場所は、同

一敷地内又は近接の設置に限定されない。

また、介護施設等の創設と動 の大規模修!繕又は耐震化の整備主体は同一法人

であることとし、都道府県計画及び市町村計画に沿つた介護施設等の創設と広蹴型施

設の大規模修繕又は耐震化の両方に係る1年から4年程度の範囲内を期間とする整備計画

を定めることとする。介護施設等の創設と広域型施設の大規模修繕又は耐震化の実施順序

は間わないが、いずれも令和 5年度中に着工することとする。

(ア)大規模修繕・耐震化の対象施設

a 広域型 (定員30人以上)の特別養護老人ホーム
b 広域型 (定員30人以上)の介護老人保健施設
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c 広域型 (定員30人以上)の介護医療院
d 広域型 (定員30人以上)の養護老人ホーム
o 広域型 (定員 30人以上)の軽費老人ホーム

(イ )整備区分
a 『大規模修繕」とは、本体の躯体工事に及ぷかどうかは問わず、次の表の整備
区分ごとに掲げる整備内容をいう。

(1)施設の一部改修

(2)施設の付帯設備の改造

(3)施設の冷暖房設備の設置等

(4)避難経路等の整備

(5)環境上の条件等により必要とな

った施設の一部改修

(6)消防法及び建築基準法等関係法

令の改正により新たにその規定

に適合させるために必要となる

改修

(7),肖融雪設備整備

整 備 区 分

一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修

が必要となつた浴室、食堂等の改修工事や外壁、

屋卜等の防水工事等施設の改修工事

一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修

が必要となつた給排水設備、電気設備、ガス設

備、消防用設備等付帯設備の改造工事

気象状況により特に必要とされる熱中症対策等

のための施設の冷暖房設備の新規設置工事及び

一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修

が必要となつた冷暖房設備の改造工事

居室と避難通路 (′ψレコニー)等との段差の解

消を図る工事や自力遇封が困難な者の居室を避

難贈へ移すための改修等防災対策に配慮した施

設の内部改修工事

① 活火山周辺の降灰地域等における施設の換

気設備整備や窓枠改良工事等

② アスベストの処理圧事及びその後の復旧等
関連する改修工事

消防法設備等 (スプリンクラー設備等を除く。)

について、消防法令等が改正されたことに伴い、

新たに必要となる設備の整備

豪雪地帯対策特別措置法 (昭和37年法律第7

整 備 内 容
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(8)上砂災害等に備えた施設の一部

改修等

(9)施設の改修整備

(10)その他施設における大規模な

鵬

3号)第 2条第2項の規定に基づき指定された

豪雪地域に所在する施設の安全確保上、必要な

消融雪設備の整備

都道府県等が上砂災譜 の危険区域等として指

定している区域に設置されている施設の防災対

策上、必要な補強改修工事や設備の整備等

施設事業を行う場合に必要な、既存建物 (賃貧

物件を含む。)のパリアフリー化工事等、施設等

の基盤整備を図るための改修工事

特に必要と認められる上記に準ずる工事

(洵  一定年数は、おおむね 10年とする。

b 「耐震化」とは、本体の躯体工事に及ぷかどうかは問わず、次の表の整備区分
ごとに掲げる整備内容をいう。

面躍割ヒ

整 備 区 分

地震防災対策上側壊等の危険性のある施設等の

耐震補強のために必要な補強改修工事

整 備 内 容

(2)介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

ア 介護施設等の施設開設準備経費支援事業
介護施設等の開設時から安定した、質の高いサービスを提供するための体制整備

等を支援するため、施設等の開設時 (改築による再開設時を含む。)や既存施設の増

床の際に必要な初度経費 (設備整備、職員訓練期間中の雇上げ (最大 6ヶ月間)、 職

員募集経費、開設のための普及啓発経費、その他事業の立ち上げに必要な経費)を支

援する事業を対象とする。

イ 介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボットBICTの導入支援
介護施設等において、 (1)イ (イ )の表中 (1)又は (2)に該当する大規模修

繕 (助成を受けているかは問わない。)を実施する際に～別記 2の (28)口 の介護ロ

ボット導入支援事業及びハの ICT導入支援事業において対象となつている機器等
を導入するために必要な経費を支援する事業を対象とする。

なお、本事業においては、介護ロボットロICT以外の設備整備、職員訓練期間中
の雇上げ (最大 6ヶ月間)、 職員募集経費、開設のための普及啓発経費等は対象とな

ｒ
υ



らない。

また、事業実施にあたつての導入計画の策定及び導入効果の報告については、令和2

年4月 14日老高発0414第 1号 口老振発 0414第 1号厚生労働省老健局高齢者支援課長 E振

興課長通知「地域医療介護総合確保基金 (介護従事者の確保に関する事業)における「管理

者等に対する雇用管理改善方策普及口促進事業」の実施について」の別紙 1・別紙2を準用

する。

(3)定期借地権設定のための一時金の支援事業

施設等用地の確保を容易にし、特別養護老人ホーム等の整備促進を図るため、用地

確保のための定期借地権設定に際して土地所有者に支払われた一時金 (賃料の前払い

として授受されたものに限る。)を支援する事業を対象とする。

また、地域の実情に合わせて、普通借地権設定でも可能とするが、この場合、当該用

地に整備される施設等の経営が安定的 日継続的に行われるよう、当該施設等運営法人

が以下に掲げる要件を満たしていることを条件とする。

日 賞与を受けている不動産について、施設等を経営する事業の存続に必要な期間
の地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記すること。

・ 賃借料は、地域の水準に照らして適正な額以下であるとともに、安定的に賃借
料を支払い得る財源が確保されていること。

B 賃借料及びその財源が収支予算春に適正に計上されており、施設等運営法人が

当該賃借料を長期間にわたつて安定的に支払可能であると認められること。

さらに、本体施設 (特別養護老人ホーム等)を整備する際に、合築 口併設施設 (定期

巡回日随時対応型訪問介護看護事業所等)を整備する場合においては、当該敷地につい

ても補助対象とする。

なお、介護付きホーム (有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特

定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)を整備する際に、本事業を活用する場合

は、北海道、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、京都府、

大阪府、兵庫県、福岡県における整備に限るものとする。

(4)民有地マッチング事業

介護施設等の整備等を促進するため、土地等所有者と介護施設等を運営する法人等 (以下「介

護施設等整備法人等」という。)のマッチングを行うための経費の補助を行い、都市部を中心と

した用地不足への対応を図ることを目的とする。

実施主体は、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)(以下「都道府県等」という。)

とする。なお、都道府県等が認めた者へ委託等を行うことができる。

委託により事業を実施する場合は、適切な地域で介護施設等の整備が行われるよう、都道府

県等において地域の介護の需給状況を十分に把握した上で委託すること。
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ア 土地等所有者と介護施設等整備法人等のマッチング支援
土地等所有者と介護施設等整備法人等のマッチングを行うため、土地等所有者から整備候

補地等を募集し、当該候補地等での介護施設等整備を希望する法人の公募・選考等を行う。

(ア)介護施設等の整備のために提供が可能な土地等について公募等により募集し、介護施設

等の実施に適当な場所 (地域の介護ニーズの状況、立地、土地の広さ、各種関係法令との

整合性に問題がない等)であることの確認を行つた上で、選定を行うこと。

(イ )(ア)で選定された介        物件において、介護施設等の整備を希望する法
人を公募等により募集し、事業実施に当たつて適当な法人 (過去の決算書、監査の結果に

重大な指摘がない等)であることの確認を行つた上で、選定を行うこと。

(ウ)土地等所有者及び介護施設等整備法人等の公募に当たつては、公募条件やマッチング後

の整備要件や手続き等について、予め周知しておくこと。

(工)選定した土地等所有者と介護施設等整備法人等のマッチングを行い、交渉可能な物件及

び連絡先等について紹介をすること。

(オ)本事業の趣旨は、介護の需要の多い地域及び利便性の高い地域での整備を推進する目的

で、土地等所有者と介護施設等整備法人等のマッチングを行うものであるため、両者の選

定・交渉可能な相手の紹介後の具体の契約締結については、当事者間で実施することを原

則とする。

イ 整備候補地等の確保支援
介護施設等の設置が可能な土地等の確保のため、地域の不動産事業者 B金融機関・関係団

体等と連携するなどにより、土地等の所有者を把握し、介護施設等の用に供する土地等とし

ての活用に向けた働きかけを行うことにより、整備候補地等の確保に向けた取組を行う。

(ア)介護施設等の用に供する土地等の積極的な掘り起こしを行うため、地域の不動産事業者ロ

金融機関 J関係団体等を含めた協議会の設置や担当職員の配置を行うこと。

(イ )介護施設等の用に供する土地等としての活用に向けた働きかけを行う際には、市町村の

整備計画と整合するよう、立地や土地の広さ等、必要な要件を明ら力Чこした上で行うこと。

(ウ)実施に当たっては、地域の不動産事業者 白金融機関日関係団体等と連携し適切な整備候

補地等を把握した上で個々に当該土地等の所有者に働きかけるほか、民間事業者の資産活

用セミナー、個別相談会、説明会・施設見学会を活用するなど効率的な事業実施に努める

こと。

(工)土地等の所有者への説明に当たつては、介護施設等の用に供することが決定した後の手

続きや、各種の補助制度や税制等について説明を行うことが望ましいこと。

(オ)介護施設等の用に供することが決定した際には、アの活用その他適切な方法で介護施設

等設置法人等とのマッチングや紹介を行うとともに、介護施設等の整備が円滑に進むよう

支援すること。

ウ 地域連携コーディネーターの配置支援
介護施設等の設置や増設に向けた地域住民との調整、介護施設等設置後における施設利用

守
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希望者の介護施設等への接続支援、地域活動への参加、利用者等への相談援助の実施など、

介護施設等の設置、運営の円滑化を推進するためのコーディネーターを都道府県、市町村又

は介護施設等に配置する。

(ア)本事業の実施に当たつては、担当職員を配置すること。

(イ )コーディネーターは、地域住民との調整や施設利用希望者の介護施設等への接続支援等

の実施に当たつては、都道府県及び市町村の整備計画や地域の介護の受け皿の状況に関す

る情報の共有など都道府県及び市町村と連携するととともに、都道府県及び市町村は必要

に応じ介護施設等の支援を行うこと。

(ウ)他の補助金等により人件費の補助が行われている職員については、本事業の補助対象と

はしない。

(5)介護職員の宿舎施設整備事業

介護人材 (外国人を含む。)を確保するため、イに掲げる介護施設等 (いずれも、定員規

模は問わない。)の― が当該介護施設に勤務する職員 随 は問わず、幅広く難象)の

宿舎を整備するための費用の一部を補助することにより、介護職員が働きやすい環境を整備す

ることを目的とする。

ア 対象事業
(ア)地域の実情や利用者のニーズに応じて柔軟に整備できるよう、宿舎の定員規模や設備

(居室類型、入居者の 1人当たりの居室の床面積や台所、浴室、便所及び洗面設備

等)は問わない。ただし、補助対象となるのは、イに掲げる介護施設等 (建築中の

ものを含む。)に勤務する職員数分の定員規模までであつて、1定員当たりの延べ

床面積 (バルコニー、廊下、階段等共用部分を含む。)33席以下を助成配分基準
とする。なお、土地の買収又は整地に要する費用、設備整備に係る経費は対象とし

ないものとする。

(イ )家賃設定については、居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を

勘案し、近傍 (原則として本事業で整備する宿舎の所在する市町村内の地域内とする。)

類似の家賃と比較して低廉なものとすること。

(ウ)設置場所については、利用の便 (近接地、通勤経路)の面等から検討するもので

あり、個々の施設により事情が様々であることから、数地内又は近隣の設置に限定

されない。

(工)入居者については、イに掲げる介護施設等に勤務する職員なければならない。た

だし、当該介護施設等の職員の利用に支障のない範囲 (定員規模の2割以内)にお

いて、当該職員の家族等やイに掲げる以外の介護保険 B老人福祉関連施設・事業所

(サービス付き高齢者向け住宅を含む。)に勤務する職員に限り、その利用を認め

て差し支えない。

(オ)土地所有者 (オーナー)が施設等運営法人に有償で貧し付ける目的で整備する事
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業も対象とする。この場合、施設等運営法人が事業実施に当たつて適当な法人である

ことの確認を行つた上で、選定されていることを前提とする。また、宿舎の管理及び

活用が適切に行われるよう、貸付を受ける施設等運営法人は、本事業で整備する宿

舎所有者から宿舎を一括して借り上げ入居者に転貸することを条件とする。

イ 対象施設等
(ア)特別養護老人ホーム

(イ )介護老人保健施設

(ウ )介護医療院

(工)特定施設入居者生活介護の指定を受けるケアハウス

(オ)認知症高齢者グループホーム

(力 )小規模多機能型居宅介護事業所

(キ )定期巡回 E随時対応型訪問介護看護事業所

(ク )看護小規模多機能型居宅介護事業所

(ケ )介護付きホーム (有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であつて、特定

施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

ウ 整備区分
「整備」とは、次の表の整備区分ごとに掲げる整備内容をいう。

改   修

増 改 築

改   築

増   築

創   設

整 備 区 分

既存の宿舎を本体の躯体工事に及ぷかどうかは問わ

ず、屋内改修 (壁撒去等)で工事を伴うものであること。

既存の宿舎を取り壊して、新たに宿舎を整備するのに

あわせて現在定員の増員を図るための整備をするこ

と。 (一部増改築を含む。)※ 1、 ※ 2について同上。

現在定員の増員を行わずに、既存の宿舎を取り壊して、

新たに宿舎を整備すること。 (一部改築を含む。)

※ 1 取壊し費用も対象とすることができる。
※2 既存宿舎を移転して改築する事業を含む。この
場合、既存宿舎を取り壊すかどうかは間わない。

既存の宿舎の現在定員の増員を図るための整備をする
こと。

新たに宿舎を整備すること。

※ 空き家等の既存建物を買収することが建物を新築
することより効率的であると認められる場合におい

て、当該建物を買収して、宿舎を整備する事業を含

む。
※ 空き家等の既存建物を改修 (本体の躯体工事に及
ぷかどうかは間わず、屋内改修 (壁撤去等)で工事を

伴うもの)して、宿舎を整備する事業を含む。

整 備 内 容
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(1)算定方法

都道府県計画に記載された事業について、別表 1-2の第 1欄に定める施設等の区
分ごとに、第2欄に定める配分基礎単価に第 3欄に定める単位の数を乗じて得た額と

第4欄に定める対象経費の実支給額とを比較して少ない方の額を助成額とする。

ただし、「定期借地権設定のための一時金の支援事業」及び「介護職員の宿舎施設整

備事業」については、別表 1-2の (3)及び (5)の第 1欄に定める施設等の区分ご
とに、第 2欄に定める配分基準により算定した額と第4欄に定める対象経費の実支給

額とを比較して少ない方の額に、第3欄に定める補助率を乗じて得た額を助成額とす

る。

また、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(2)財政上の特別措置
上記 2の対象事業のうち (1)の事業の助成額については、次表の第 1欄に定める区

分につき、第 2欄に定める対象施設が都道府県計画に記載される場合には、当該施設

の種類ごとに、3の (1)により算定した額に第 3欄に定める加算率を乗じて得た額を

加算することができるものとする。

ただし、1,OoO円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

地震防災対策特別措置法 (平成7年法
律第 111号)第 2条に規定する地震防
災緊急事業五箇年計画に基づいて実施さ

れる事業のうち、同法別表第 1に掲げる
社会福祉施設 (木造施設の改築として行

地震防災対策強化地域における地震対
策緊急整備事業に係る国の財政上の特別
措置に関する法律 (昭和55年法律第6
3号)第 2条1報 する地震対策緊急整
備事業計画に基づいて実施される事業の

うち、同法別表第1に掲げる社会福祉施
設 (木造施設の改築として行う場合)

沖縄振興特別措置法 (平成14年法律
第 14号)第 4条に規定する沖縄振興計
画に基づく事業として行う場合

公害の防止に関する事業に係る国の財

政上の特別措置に関する法律 (昭和46
年法律第70号)第 2条に規定する公害
防止対策事業として行う場合

1区 分

・特別養護老人ホーム

・特別養護老人ホーム

日特別養護老人ホーム

日特別養護老人ホーム
Bケアハウス

2 対象施設の種類

別表 1-2の第2欄に定め
る配分基礎単価に0.30を
乗じて得た額

別表1-2の第2欄に定め
る配分基礎単価にO.30を
乗じて得た額

別表 1-2の第2欄に定め
る配分基礎単価にO.50を
乗じて得た額

別表 1-2の第2欄に定め
る配分基礎単価にO.10を
乗じて得た額

3 カロ算額
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南海トラフ地震に係る地震肪災対策の

推進に関する特別措置法 (平成25年法
律第87号)第 12条第1項に規定する
津波避難対策緊急事業計画に基づいて実
施される事業のうち、同項第4号に基づ
き政令で定める施設 (取壊し費用含む)

う増駒針)

EJヽ離

諄 業F所
・特別養護老人ホーム
Bケアハウス
B認知症高齢者グループ

ホーム
・認知症対応型デイサー

ビスセンター
・請 Jヽ規模郷

新 鋤
B介護老人保健施設
日介護医・
1紺死

別表 1-2の第2欄に定め
る配分基礎単価にO.32を
乗じて得た額

(3)豪雪地帯対策特別措置法及び離島等による特例

豪雪地帯対策特別措置法 (昭和 37年法律第 73号 )第 2条第 2項の規定に基づき
指定された特別豪雪地帯又は離島振興法 (昭和 28年法律第 72号 )、 奄美群島振興開

発特別措置法 (昭和 29年法律第 189号 )、 小笠原諸島振興開発特別措置法 (昭和 4
4年法律第 79号 )若 しくは沖縄振興特別措置法 (平成 14年法律第 14号)に基づく離島

等に所在する場合は、 (1)及び (2)により算定された当該額にO.08を 乗じて得
た額を加算することができるものとする。

ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

4 その他
介護施設等の整備に関する事業に係る都道府県計画及び市町村計画の事業の選定に当

たっては、次のものを優先的に盛り込むよう配慮するものとする。

ア 施設利用者に対するサービス提供に止まらず、広く地域に開かれた在宅福祉の推進
拠点としての機能を果たすもの。

イ 都市部における用地取得の困難性に鑑み、地方公共団体が土地を賞与するものや施
設の高層化を図るなど高齢者が利用する施設を中心市街地等の利用しやすい場所に整

備するものや、文教施設等の利用も含め各種施設の合築、併設を行うこと等により上

地の有効活用等を図るもの。

ウ 過疎、山村、離島等において、適切な入所者処遇と効率的な施設運営が確保できるも
の 。

工 地すべり防止危険か所等危険区域に所在する施設の移転改築整備を行うもの。
オ 入所者等の精神的なゆとりと安らぎのある生活環境づくりや資源循環型社会の構築
に寄与していくため、施設の木造化、内装等への木材の利用、木製品の利用等を行うも

の 。

力 内閣府による地域再生計画の評価結果を踏まえ、地域経済の活性化、地域における
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雇用機会の創出その他の地域の活力の再生の総合的かつ効果的な推進に資するものと

認められるもの。

キ 都市再生特別措置法を踏まえ、医療 日福祉 こ商業等の生活サービス機能や居住の集
約・誘導により持続可能なまちづくりを進めるためのコンパク トシティ形成に向けた

取組に資するもの。

また、都市計画法 (昭和43年法律第100号)の改正に伴い、令和4年 4月以降、災害レッド

ゾーン (都市計画法第33条第1項第8号において規定される開発行為を行うのに適当でない区

域内の土地。以下同じ)における介護施設等の新規整備ができなくなる予定であることを踏ま

え、令和3年度以降は、災害レッドゾーンにおける施設の移転改築整備等が進むよう、以下のと

おりの取扱いとする。

① 介護施設等の整備に関する事業に係る都道府県計画及び市町村計画の事業の選定に当たつ
ては、工の事業を他の事業より、優先的に盛り込むよう配慮すること。

② 災害レッドゾーンにおいて介護施設等の新規整備を行う場合には、防災対策工事により、事
業開始時点で当該建設地が災害レッドゾーンから外れることが見込まれる場合等を除き、原則、

介護施設等の整備に関する事業による補助の対象としないこと。また、浸水想定区域や土砂災

害警戒区域等については、安全上及び避難上の対策を補助の条件とすること。
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別表 1-2 配分基礎単価
(1)地― 型‐ ビス盤 ―   「麟

洵 てヽ、脚

を平均和l用定員で割るなど、合理的な方法を用いて算出した額に助成することができる。

・軽黄老hム

・養韻老人ホ=ム

・ 丁

―

・介謹老人保健施設

・特男嘩 肝 ム

・卿 デイサいビスセンター

・ 看 静 lヽ題詔じ色多略日路膳目習帰目咤ヨn疇日日

“

Bに月F

・ ′l

・認く鳴
―
グルオ ム

1-2の 2の 1

又はサLビス付き高齢者向け住宅であつて、
を受けるも

の)

的

翻

・ 硼 ・

・1韓ヨ射出謝塵型炉酔宅V将霞口偶欝野舜

・留蜘周璃渚グループホ〓ム

・

―

人祥 ム

・1蜆胸蠅題賭 hム

′J申

・1蜆脚
"粗
陀人保健施設

ショー 用居室

1区 分

1,128千円

の        錠める額

8,910千円

の範部硝礎府県駆助錠める額

こ1.05を乗

2,m■ 480千円
の        焼める額

11,900千円

の範囲に都道府県知事が定める額

15,000-33,600千 円

の範囲雪船罰翻静田助掟める額

5,910千円

15,OIX)-33.600千 円

1,790千円

の制騨哺礎崎県醇助掟める額

zm-4,180千円

25,0∞～56,∽0千円

25,000～56,000千円

の範囲雪船凱翻普劇助錠める額

2,∞0-4,480千円

2 -璃 面

整備触

介護施設等の創設を条件に行う

―

の― 修繕
・耐震4ヒ整備

麟

空き家を活用した整備

上記13準ずる

い

整備融

麟

麟

醜

麟

麟

整備触

整備触

整備触

麟

麟

整贈触

―
坐リービスー の整備

3単位

的 l―
対時ム顎確備 鶴殿
の整備と―体白旬に悩隋さ

れるものであって、都道
府県知序が跡要と認めた

整的 。)I理
] Eヨドat5ζI中
びエ
ー

  l工朝疱エ

のため直接膠要魯薯脚こ

要する費用であつて、旅
費、消焼品費、通信運搬

費、印刷製本費及て尾鼈十
監督料等をいし、その額
:よ 工線 I江―
費の2.6ワもに相当する
額を限慶領とする。)。
ただし、別の負担 ぐ補
助l金朝こおいて月嚇
助対象とする費用をP余
き、韓 I江―
費に1よ これと同等と認
められる委硫費及び分担
金及び題当と認められる

購入欝 袖 。

4対 離 酸
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(2)n直嗣困め測剛閣田縣観臨翔田可臨

こ船 て行うロボット・ICT― 螂

定員20名以ЧttЫ用剤曖蝋観等

…

▲又はサLビス確 高
齢者向l,鰊あって、               を受ける
ものl

■融 l

・ ′l

・翻蜘虚商齢者グループホ〓ム

・J碗謝既財祠Pハウス

もの)

′l堀陰′ュ▼l―

・J弾 傷襲働傾段

トステイ

住宅であって、

・

…

ム

ケアハウス m茂魏期泌韻梶磐萌γ潤臣嚇奇言細 するもの)

Jl―

・ n旧 日 H笞 υ (螂

・特】嘔田陸ムホ;ム及び齢設されるショートスX用居室

・ 夕B目幽メ朝陽部白萌悩&毘

打碗誕V飼臨善L～ホ〓ム

前 理 題 陀 痢時 ム

・ 麺 ・

齢者向け住宅であって、               を受ける

石pl

申 レープ小君ム

もの)

・′l繊 ょ▼
―

′lu嗣趙M】介目日と大鱒

トス労

用藍

・介韻付きホ=ム

・聾 ム

ケアハウス 鰈預釧邸臥篤膳性第紛顧の指定襴 するもの)

すⅢ
―

陣 帥

・特】幅田陸ム沐瑞ム及び齢段されるショートス労 用居室

1区 分

420千円

…

動 る領

420和
¨ 掟める顔

420千円

420千田

839千円

¨ 碇め種

839千円

…

鋤 薇

2 -刹 画

醜
刈 ― 樹 ヒ
豊l居宅すⅢ麒
所及〔触 lヽ規

―
理l居宅

ザⅢ翻 鵡
ってIよ 宿泊慮

員数とする。

融

定R30名残M法牌動瑯群

触

』 数

触

定員数
刈
―
ヒ

塁l居宅メl鰈
所及て触 l堀

―
四隣

ザl耐 鵬
ってIよ 宿泊慮

員数とする。

定員29名以HttЫ郎醐躍蝋麟舒

定員数

定R30名跛
"璃
鍛動囲時

中 輔 及的
―
li」勲 徹

3単位

特別面瀬夢齢帝ム

等の
―

媚 こ

あ昨流頻田Fう、ザⅢ離ロ

ボット・ ICT蝉
IEEい1巨B奪邑 「 E  鯨
年5月 10日鶏

“

10第1号・縮

“

10第 1号・鶏

“

10第 1・弓
―老 饂 協 長 ・ 齢

細 鶏 長 ・ 隅 長

渕    「
―

静
制 限 隆   lJ卜璃騨

者― 謝 郁
算91ヨ偽ける「踏
鞠導崩 初阿騨敵

―
及に

剰 ― つ いて」
の男ウ紙1・男囃 2掛
用する)。

特別襲饉老人ホ¬ム

等の

"嗣 贈 Ⅲ離
中 らヽJⅢ酵
人保饉施設
^の
転換の

国載騨糊開庶 使
脚 蝋 儡
蜘
―
辞

うエ
ー
裕

も`l、 綱 K串駅 職
員手彗嶺 失湘R資
気 腕慮 旬 庶 委
翻 又l主口踊嗣則琺

4難
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・ 力曽目的膵引瞬 9蛹 ウ低窟巨

〕蝋割u婦鱈俸と
～
卜‐ム

御哺理軽羹老人ホ‐ム

・ 麺 ・

2 11Xl千円

210千円

210千円

7,(XXl千円

融

融

融

(3)ur借地糾 史のための一時金の支援事業

帥

認知症対応型デイサLビスセンター

うH::,H,ユ ,`【

`IEE]・

臓g喘腕転魔翼聖電漸脳物鮮電膠冒語蔓ヨ聘串覇斤

【合築・脚

はサLビス付き高齢者向け住宅であって、特定
を受けるもの)

・ 加 匡韻 ,句 づ F由 励疱目見

・J韓 大卜=ム

・

―

人ホーム

融 l蝶

・ ′l嘴膜

・

…

ブホ¬ム

もの)

・ ′l申

・1瑚胸

“

溜賭人側酬殿

るショートステイ用居室

定員29名以下の地域密着型施設等

ス付き高齢着向け住宅であつて、特定施設入居
掏 旨定を受けるもの)

・J臨鬱をhム

・ケアハウス

・ 丁

―

・介護老人保健施設

・靭 l― ん十、―ム及び研設されるショート
ステイ用居室

定員30名以上の広域型施設

【本―

1区 分 2 鶉 3帝Ы既藤停 4期 酪 餞

当
―
を整備する用地

に係る国廟局長が定める路

線価 倒鴇湘助錠められて

いない蜘 こおいてIよ 固

帥 こ嚇 局庁

が定める倍率を乗じiミ
等、都道府県知序が定める

中 こよれ働 の

2分の 1

麟
―
淀Iヨ環して授

受される一時金であって、借
胸 訂Vゝい

―
有する

もの (当該一時金―
こよ

り、中 中の

全灯口収 lよ―自田嚇 司―
の引き下Iザが行われていると

=7め
られるもの)。

1/2

定員29名以下の地域密着型施設等
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― 潤 矛ヒンター

(4)賄 地マッチン舛

注)介護施設等と!よ (3)潮
―
のための一時金の

―
の対象施設をいう。

(5)介護職員の宿舎施設整備事

・緊急ショートスX

生活支援ハウス

・
―
コー巧苛イヽ―ターの配醜 髪

・ ヨ 留 日 腑 尿 由 蔵 悧 摯 将 %D輛 饉 傷 《 費 密 隈

・

―

有 者 蜘 期 蜘

マ

1区 分

■490千円

4,590千円

5,610千円

2 -単 1面

可か F新

自継

自淋

民有地マッチング事業

3単位

民有地マッチング事業を実
施するために必要な資金、旅

気 船 、賓殻 、印用l製本

亀 備ロ
ロ融 欝

4難

・介護付きホ=ム ぐ有料老人ホ=ム又はサー

ビス付き高齢者向lサ隊 あつて、特定施設
を受けるもの)

買 ヨ 騒 猟 螢 巨 ]・ Й B特 成 載 魔 兒 亀 E劇 脳 詢 付 目 BI臆 蔓 B“ 照 碩 斤

・打韓 多射捜翻盟型炉事宅yヽ閣目膊球額斤

・認朗 調 牌 クループホ=ム

・ケアハウス

定を受けるものl

・的

・州陰老人保健施設

・靭 l― ん十、―ム

1区 分

介護議員1定員当たりの延へ床面積 0コレコニ

ー、鷹 F、
―
用吉B釉 。)鶴 市

潮 囀 融 、― 算出
の限度となる

面積であり、

…

上記を下回る場

合にIよ 実際の当骸建築面積を
―
とする。

2 騨

1/3

丁卜議 員中

3緋

ム等の職民の宿舎の

整備 l静の整備と
―贈JもI義釧

'さ

れる

ものであって、都道

用膳輯助粥要と認
めた整備を含む。)
I勇賜騒駐だ目事墓D翻よ

抑       【肛事

靴 lエー の

ため直接必要な事務
に要する費用であつ

て、旅費、消耗品
費、潮 翅 陵 、印

中 蝋

督料等をいし、その

制よ エー 江

― 費の2 6%
に相当する額を限度
領とする。)。
ただし、別の負担

(補Pttl金朝こおい

て男阿闘口問象とす
る費用を除き、工事
費又l江― 費1こ
Iよ これと同時と認
められる
―
び

―
て施 当と認

められる購入器 を
鈴 。

4期 辮 醜

洵 いず布瘍 ド
ー
も、定― 」f口めな

し、
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男Ui記 2

介護従事者の確保に関する事業

1 目的
本事業は、地域の実情に応して、多様な人材の参入促進、資質の向上、労働環境・

処遇の改善等の観点から、介護人材の確保のための計画を実行するために、都道府県

に設置する地域医療介護総合確保基金を充てて実施するものである。

2 対象事業
事業実施にあたっては、都道府県が直接実施できるほか、市区町村への補助により

実施することも可能となっている。

【基盤構築を行うための事業】

(1)介護人材確保対策連携強化事業 (協議会設置等)

都道府県単位で介護従事者の確保・定着へ向けた総合的な取組を実施するため、

①施策の検討に当たつては事前調査・関係者へのヒアリング等の実施、行政や職

能団体、事業者団体のみならず一般企業 (経済団体)、 教育機関、PTA、 メディ

アなどで構成されるプラットフォーム (協議会等 (認知症に関する取組を推進す

る官民協働による協議会 (地方版認知症官民協議会)を含む)を設置し、普及啓

発 口情報提供、人材確保・育成、労働環境改善、認知症施策等に関する取組の計

画立案を行うとともに、②検討した施策を実現するため、関係機関 日団体との連

携 日協働の推進、③施策の実施にあたつては、横断的な施策の総合調整の実施や

介護ロボットや ICTなど専門的な知識を必要とする施策に係る有識者からの助
言などの経費に対して助成する。

なお、介護分野で働く看護職員、 PT、 OT、 ST等の確保 B定着へ向けた取
組も対象となる。

(2)市区町村介護人材確保プラットホーム構築事業

市区町村単位で介護従事者の確保・定着へ向けた総合的な取組を推進するため、

関係機関 口団体との連携を図り、施策の検討、推進及び評価等を行うための協議

会の設置等のための経費に対して助成する。

(3)人材育成等に取り組む事業所の認証評価制度実施事業

介護人材確保に取り組む事業者に対する認証評価制度の構築 B実施のための経費

に対して助成する。



【参入促進に資する事業】

(4)地域住民や学校の生徒に対する介護や介護の仕事の理解促進事業
「介護の 3つの魅力 (「楽しさ」、「広さ」、「深さ」)」 について、介護業界や地域

住民・地域のコミュニティからの情報を、都道府県が支援 Lコーディネートし、学

生の将来の職業選択に大きな影響を及ぼす進路指導担当者や保護者も含めた～多様

な年齢層に向け発信するための経費や地域の教育資源等を活用した地域住民に対

する基礎的な介護技術の講習会等の実施のための経費に対し助成する。

(5)若者 E女性・高年齢者など多様な世代を対象とした介護の職場体験事業

将来の担い手たる若者 (小中学生 日高校生 。大学生 口就活中の者等)や、地域の

潜在労働力である主婦層、第 2の人生のスター トを控えた中高年齢者層、障害者等、

地域の労働市場等の動向等に応じたターゲットごとに、介護現場における職場体験

事業を実施するための経費に対し助成する。

(6)地域の支え合い。助け合い活動に係る担い手確保事業

イ 助け合いによる生活支援の担い手の養成事業
高齢者を含む生活支援の担い手の養成等を行うための経費に対し助成する。

なお、本事業は、一定程度専門的な生活支援サービスや市町村をまたぐ広域的

な活動の場合など、単独の市町村だけでは養成が困難なものについて、広域的な

観点から都道府県等がその養成を行う場合に対象となる。

地域の支え合い。助け合い活動継続のための事務手続き等支援事業

地域の支え合い。助け合い活動の継続のために必要な書類作成等が難しい住民

組織等に対して、「事務お助け隊」が各種事務作業の支援や必要な助言を行うこ

とで、その活動の継続や活性化を支援するための経費に対して助成する。

ハ 介護人材確保のためのボランティアポイント活用推進事業
若者層、中年齢層、子育てを終えた層、高齢者層など各層の者が、介護分野ヘ

の研修参加及び介護の周辺業務等へのボランティア活動を行うことに対して、

ポイントを付与することにより介護分野での社会参加 日就労的活動を推進する

ための経費に対して助成する。

(7)介護福祉士養成課程に係る介護実習支援事業

介護実習受入施設・事業所に対し、介護実習の円滑化のための支援を行うための

経費に対し助成する。

ロ
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(3)介護未経験者に対する研修支援事業

介護業界への参入を希望する多様な人材や初任段階における介護職員が、テーム

ケアの一員として質の高い介護サービス提供の担い手たり得るよう、介護職員初任

者研修等の基本的な知識口技術を習得するための研修や介護福祉士養成施設におけ

る介護福祉士資格取得を目指すための学習、介護福祉士資格取得に係る実務者研修

等に要する経費に対し助成 (他制度において支援を受けている者は除く。)する。

(9)ボランティアセンターとシルバー人材センター等の連携強化事業

社会活動 (ボランティア)を通して介護分野に関心を持つた中高年高齢者の就労

を促進するため、ボランティアセンター、シルバー人材センター及び都道府県福祉

人材センター等を構成員とする協議会等の設置により、関係者の連携のもと、地域

の実情に応じた取組を総合的に推進するための経費に対して助成する。

(10)介護事業所でのインターンシップロ職場体験の導入促進

高校生や大学生等の介護事業所へのインターンシップの実施に係る経費や小中

学生等の夏休み等を活用した職場体験の実施に係る経費に対し助成する。

(11)介護分野での就労未経験者の就労 口定着促進事業

訪問介護職員等の確保を図るため、都道府県福祉人材センターによるマッチング

を通じて就労し、働きながら介護職員初任者研修の修了を目指す者への研修受講等

に要する経費に対し助成する。

(12)多様な人材層 (若者 口女性 B高齢者)の参入促進事業

以下の、口の実施に当たつて、その他必要な事項については、別に定めるものと

する。

イ 多様な人材層 (若者 口女性 日高齢者)に応じたマッチング機能強化事業
者者日女性。中高年齢者など、それぞれの人材層ごとの働き方の希望等に応じた、

きめ細やかなマッチングを行うため、都道府県福祉人材センター等に介護現場の実

情や雇用管理等に知見を有する者 (キャリア支援専門員)を配置し、
日 求人側への訪問等による求人条件の改善指導
口 求職者のニーズ把握による多様な条件 (賃金、勤務時間、入職後の昇進条件等)
の提示

・ 入職後のフォローアップによる定着促進と今後のマッチング強化のための、施
設・事業所への訪問や就職者からの相談の受付

を行うための経費に対し助成する。
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また、過疎地域等の人口減少地域において、他地域からの I B U tt Jタ ーンを促

すための取組も含めた、在宅サービスを中心とした介護人材確保対策を実施するた

めの経費に対し助成する。

口 介護現場における多様な働き方導入モデル事業
多様化 B複雑化する介護ニーズに限られた人材で対応していくため、「多様な人

材層 (若者・女性 B高齢者)」 をターゲットとした『多様な働き方 (朝夕のみ、夜問

のみ、季節限定のみの勤務～兼業
口副業、選択的週休三日制等)」 による効率的な

事業運営を実践するために必要な経費に対して助成する。

(13)介護に関する入門的研修、生活援助従事者研修の受講等支援事業

イ 介護に関する入門的研修の実施等からマッチングまでの一体的支援事業
介護未経験者の介護分野への参入のきつかけを作るとともに、介護分野で働く際

の不安を払拭するため、介護に関する入門的な知識 H技術を習得するための研修を

実施し、研修受講後の介護施設等とのマッチングまでの一体的な支援に必要な経費

に対して助成する。

口 介護分野への元気高齢者等参入促進セミナー事業
元気高齢者等をターゲットに、介護分野への関心を持つきつかけとなるセミナー

を実施し、希望者を入門的研修等の受講へ誘導するとともに、介護助手等として介

護施設・事業所へのマッチングまで一体的に実施する経費に対して助成する。

ハ 介護の周辺業務等の体験支援
介護に関する入門的研修の受講者 (以下「介護入門者」という。)等に対する、

身体介護以外の支援 (掃除、配膳、見守り等。以下「周辺業務」という。),等に関す

る体験的職場研修 (体験前の説明会や 0」T研修を含む。)、 身体介護と周辺業務の整

理や介護入門者等への指導等に関する相談員の派遣等の実施のための経費に対し

て助成する。

二 生活援助従事者研修の受講支援等からマッチングまでの一体的支援事業
訪問介護分野における介護人材のすそ野の拡大を推進するため、生活援助従事者

研修に係る受講支援等から研修受講後の訪間介護事業所とのマッチングまでの一

体的な支援に必要な経費に対して助成する。

(14)将来の介護サービスを支える若年世代の参入促進事業

介護福祉士養成施設において、将来の介護現場を担う人材となることが期待され

る介護福祉士国家資格の取得を目指す若年世代や留学生の確保に向けた取組の強
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化や、介護福祉士養成課程のカリキュラム外の取組として、留学生に対する日本語

学習等の課外授業の実施に必要な経費に対して助成する。

(15)外国人留学生及び特定技能 1号外国人の受入環境整備事業

以下の、イ、日の実施に当たつて、その他必要な事項については、別に通知に定

めるものとする。

イ 外国人留学生への奨学金の給付等に係る支援事業
介護の専門職である介護福祉士国家資格の取得を目指す留学生を支援するた

め、介護施設等による奨学金の給付等に係る経費の一部について助成する。

日 外国人留学生及び特定技能 1号外国人のマッチング支援事業
介護福祉士国家資格の取得を目指す留学生や特定技能 1号外国人の受入れを

円滑に進めるため、介護福祉士養成施設と留学希望者、また、介護施設等と特定

技能 1号による就労希望者等とのマッチングを適切に行うために必要な経費に

ついて助成する。

(16)介護分野への就職に向けた支援金貸付事業

以下の、イ、口の実施に当たつて、その他必要な事項については、別に通知に定

めるものとする。

イ 福祉系高校修学資金貸付事業
若者の介護分野への参入促進を行うため、福祉系高校の学生に対して修学や就

職の準備に必要な経費について、返済免除付きの支援金の貸付を行うために必

要な経費について助成する。

口 介護分野就職支援金貸付事業
他分野から介護職への参入促進を行うため、他業種で働いていた者等が介護分

野における介護職として就職する際に、返済免除付きの支援金の貸付を行うた

めに必要な経費について助成する。

【資質の向上に資する事業】

(17)多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業

イ 多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業
中堅職員に対するチームケアのリーダーとして必要となるマネジメント能力

等の向上に係る研修や、医療的ケア・認知症ケアなどに係る専門的な技術や多職

種協働のため必要となる知識等を修得するための研修の実施のための経費に対

し助成する。

さらに、各施設・事業所における、介護職員のキヤリアアップに係る助言 B支

援 (人事考課や賃金制度を含めた職員面談等)を行う職員を育成するための研修
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の実施のための経費に対し助成する。

また、小規模事業者の共同による人材育成環境整備を行うための経費に対し助

成する。

口 介護キャリア段位におけるアセッサー講習受講支援事業
介護職員の資質向上と介護事業所におけるOJTの推進を図るため、介護キャリ

ア段位におけるアセッサー講習を受講するための経費に対し助成する。

ハ 介護支援専門員資質向上事業
介護保険制度において、高齢者の尊厳を保持し、自立支援に資するサービス提

供を行うためのケアプラン作成業務を担う介護支援専門員を対象とした法定研

修の実施のための経費に対し助成する。

また、小規模の居宅介護支援事業所の介護支援専門員のように、0」 Tの機会

が十分でない介護支援専門員に対して、地域の経験豊かな主任介護支援専門員が

同行して指導 日支援を行う研修を実施することや、ケアプラン点検の実施にあた

り、専門職である主任介護支援専門員が同行するなどして職員をサポー トするこ

とにより、地域全体で介護支援専門員の資資向上の取組を推進するための経費に

対し助成する。

(18)喀痰吸引等研修の実施体制強化事業

医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者への対応強化と、介護人材のキヤリアアッ

プロ定着促進を図るため、新規に喀痰吸引等の登録研修機関を開設する際の初度経

費に対し助成する。

(19)介護施設、介護事業所への出前研修の支援事業

研修実施主体が、介護施設や介護事業所に赴き実施する出前研修や、研修受講者

が事業所近隣で集合して行う研修を実施するための経費に対し助成する。(本項に

おける他の事業で助成される経費を除く。)

(20)各種研修に係る代替要員の確保対策事業

介護職員の質の向上とキャリアパスを図る観点から、現任職員が多様な研修に参

加することが可能となるよう、研修受講中の代替要員確保のための経費に対し助成

する。

(21)潜在介護福祉士の再就業促進事業

潜在介護福祉士に対する、所在情報の把握と多様な情報提供、技術の再修得のた
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めの研修、マッチング段階における職場体験の実施等、円滑な再就業を支援するた

めの経費に対し助成する。

(22)離職した介護人材のニーズ把握のための実態調査事業

離職した介護人材に対する再就職支援に際し、地域の経済 B人口動態や労働市場

の状況等に即した効果的な情報発信を行うため、離職した介護人材のニーズ把握等

のための実態調査の経費に対し助成する。

(23)認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業等

イ 認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業
介護サービス事業所の管理者、医師、歯科医師、薬剤師、看護師等に対して、

認知症ケアに必要な知識や技術などを習得させ、認知症高齢者に対する介護サー

ビスの質の向上を図るための次に示す研修等の経費に対し助成する。

(イ )認知症介護実践者等養成研修事業

(口 )認知症地域医療支援事業

(ハ)認知症初期集中支援チーム員研修

(二)認知症地域支援推進員研修

(ホ )BPSDケアプログラムアドミニス トレーター養成研修

ロ チームオレンジコーディネーター研修等事業
チームオレンジの活動の中核的な役割を担うコーディネーター等を養成する

ための経費に対して助成する。

(24)地域包括ケアシステム構築 日推進に資する人材育成 口資資向上事業

地域包括ケアシステムの構成要素である生活支援の担い手やサービスの開発等

を行う人材 (生活支援コーディネーター)育成等のほかそれを全体で調整する地域

包括支援センター職員及び医療・介護連携を推進するための人材 (医師、歯科医師、

薬剤師、保健師、看護師、PT、 OT、 ST、 管理栄養士等)の資質向上を支援す

るための経費に対し助成する。

(25)権利擁護人材育成事業

イ 認知症高齢者等権利擁護人材育成事業
認知症高齢者等の状態の変化を見守りながら、介護保険サービスの利用援助や

日常生活上の金銭管理など、成年後見制度の利用に至る前の支援から成年後見制

度の利用に至るまでの支援が切れ目なく、一体的に確保されるよう、権利擁護人

材の育成を総合的に推進するための経費に対し助成する。
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口 介護相談員育成に係る研修支援事業
部道府県やボランティアの養成に取り組む公益団体等が介護相談員を育成す

るための研修を実施する経費に対して助成する。

(26)介護予防の推進に資する専門職種の指導者育成事業

部道府県又は市町村単位の県医師会又は郡市区等医師会及びリハビリテーショ

ン関連団体などが、専門職種に対して研修等を実施することにより、介護予防の推

進に資する指導者を育成するための経費に対し助成する。

(27)介護施設等における防災リーダー養成等支援事業

介護施設等における防災リーダー (介護施設等における防災対策の中心となる職

員を指し、役職等を問わない)の養成等を目的として、都道府県における介護職員

等向けの防災研修の実施や公益団体等が実施する介護職員等向けの防災研修の受

講支援のほか、都道府県における介護施設等からの防災に関する相談を受ける防災

相談窓口を設置するために必要な経費に対して助成する。

【労働環境 口処遇の改善に資する事業】

(28)介護職員長期定着支援事業

イ 介護職員に対する悩み相談窓口設置事業
介護職員からの職場の悩み等に関する相談を受け付ける窓口を設置し、業務経

験年数の長い介護福祉士や心理カウンセラー等が相談支援を行うなど介護職員の

離職を防止するための経費に対して助成する。

口 介護事業所におけるハラスメント対策推進事業
介護事業所における利用者等からのハラスメント対策を推進するため、実態調

査、各種研修、ヘルパー補助者の同行など、総合的なハラスメント対策を講じて

介護職員の離職を防止するための経費に対して助成する。

ハ 着手介護職員交流推進事業
者手介護職員 (経験年数概ね 3年未満)が一堂に会し、介護施設 口事業所を超

えた職員同士のネットワークを構築するとともに、介護職の魅力を再確認するな

どの取組を推進することにより、若手介護職員の離職を防止するための経費に対

して助成する。

(29)新人介護職員に対するエルダー、メンター制度等導入支援事業

介護事業者に対し、新人介護職員の定着に資する制度実施のための研修を行い、
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早期離職防止と定着促進による介護サービスの質の向上を図るための経費に対し

助成する。

(30)管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業

以下の、日、ハ、二の実施に当たつて、その他必要な事項については、別に通知

に定めるものとする。

イ 管理者等に対する雇用管理改善方策普及 a促進事業
a 介護事業者の各種制度 (労働法規 (賃金、労働時間、安全衛生、育児 B介護

休業制度等)の理解促進
日 女性が働き続けることのできる職場づくりの推進
B ICT活 用による介護従事者の負担軽減や、迅速な利用者情報の共有化によ
る事務作業省力化等のベス トプラクティスの普及

など、具体的な雇用管理改善の取組みを実施するための経費に対し助成する。

口 介護ロボット導入支援事業
現在市場化されつつある新たな技術を活用した介護ロボットは、介護従事者の

身体的負担の軽減や業務の効率化など、介護従事者が継続して就労するための環

境整備策として有効である。これらの介護ロボットにより、介護環境の改善に即

効性を持たせるとともに、広く一般に介護事業所による導入が可能となるよう先

駆的な取り組みを実施するための経費に対し助成する。

ハ ICT導 入支援事業
介護分野における ICT化を抜本的に進めるため、ICTを活用して介護記録
から請求業務までが一気通貫となること等を要件として、介護ソフト及びタブレ

ット端末等を導入するための経費に対し助成する。

二 介護事業所に対する業務改善支援事業
①第二者が生産性向上の取組を支援するための費用の助成

厚生労働省が作成する生産性向上ガイドラインに基づき業務改善に取り組

む介護事業所について、以下の要件に該当すると都道府県又は市町村が認める

場合、当該介護事業所が業務改善に係る知識 B経験を有する第二者から取組の

支援を受けるための費用の一部に対して助成する。

・人材不足に関連した課題を解決することが急務であること

。その取組を後押しすることにより地域全体における取組の拡大にも資する

ものであること

②都道府県等が開催する介護現場革新会議で必要と認められた経費の助成
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都道府県等が開催する介護現場革新会議において、必要と認められる取組に

要する経費の一部に対して助成する。

ホ 介護事業所における両立支援等環境整備事業
介護事業所で働く職員の出産 日育児 日介護等と仕事の両立を支援し、女性や若

者にとって働きやすい職場環境を構築するために必要な研修、普及啓発及び個別

の事業所への助言等を行うための経費に対して助成する。

(31)雇用管理体制の改善に取り組む事業者表彰事業

介護人材の資質向上や定着促進に資する効果的な新人教育やキャリアパスの設

定等に取り組む先進的な介護事業者を都道府県ごとに評価・表彰するための経費に

対し助成する。

(32)介護従事者の子育て支援のための施設内保育施設運営支援事業

介護施設 口事業所における保育施設等の運営 (複数の介護事業者による共同実施

も含む)のための経費に対し助成する。

なお、雇用保険法施行規則 (昭和 50年労働省令第 3号)第 116条の規定に基づ

く両立支援等助成金 (事業所内保育施設設置・運営等支援助成金)又は子ども B子

育て支援法 (平成 24年法律第 65号)第 59条の 2第 1項の規定に基づく仕事 B子

育て両立支援事業 (企業主導型 保育事業助成金)の支給を受けている介護施設・

事業所については、当該助成金の受給年度については、本事業による財政支援は受

けられないことに留意されたい。

(33)介護サービス事業者等の職員に対する育児支援 (ベ ビーシッター派遣等)事業

介護サービス事業者及び介護保険施設に勤務する子育て中の介護職員等が、ベビ

ーシッターの派遣などの育児支援サービスを利用する場合に、当該事業所がその費

用の一部を負担する際の経費に対し助成する。

(34)子育て支援のための代替職員のマッチング事業

介護分野で短期間・短時間の勤務を可能とするため、子育てをしながら働き続け

ようとする介護職員の代替要員を介護施設口事業所等のニーズに応じてマッチング

させる「介護職員子育て応援人材ステーション」を設置 B運営するための経費に対

し助成する。

(35)外国人介護人材受入れ施設等環境整備事業

外国人介護人材を受入れる (予定を含む)介護施設等において、多言語翻訳機の
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導入等のコミュニケーション支援、介護福祉士の資格取得を目指す外国人職員への

学習支援、メンタルヘルスケア等の生活支援を行うことにより、外国人介護人材の

受入れ環境整備を推進するための経費に対して助成する。また、介護福祉士養成施

設において留学生に適切な教育・与旨導を行うための教員の質の向上に資する取組に

必要な経費に対して助成する。

なお、事業実施に当たつて、その他必要な事項については、別に通知に定めるも

のとする。

(36)新型コロナウイルス流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確

保事業

新型コロナウイルス感染による緊急時のサービス提供に必要な介護人材を確

保するとともに、介護に従事する者が安心・安全に業務を行うことができるよう

感染症が発生した介護サービス事業所 E施設等の職場環境の復旧 J改善を支援す

る。

また、都道府県において、平時から都道府県単位の介護保険施設等の関係団体

等と連携 口調整し、緊急時に備えた応援体制を構築するとともに、介護サービス

事業所 口施設等で新型コロナウイルスの感染者が発生した場合などに、地域の他

の介護サービス事業所 口施設等と連携して当該事業所・施設等に対する支援を実

施するために必要な経費に対して助成する。

なお、事業実施に当たつて、その他必要な事項については、別に定めるものと

する。

【離島日中山間地域等に対する事業】

(37)離島・中山間地域等における介護人材確保支援事業

人口減少や高齢化が 急速に進んでいる離島や中山間地域等における介護人材

の確保に向けた取組を支援するため、①地域外からの就職の促進 (赴任旅費、引

越等に係る費用の助成)、地域外での採用活動の支援や先進自治体等からのアドバ

イザーの招聘、②介護従事者の資質向上の推進、③高齢者の移動を支援する担い

手の確保を行うために必要な経費に対して助成する。
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男1:己 3

勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業

目的

2024年 4月からの医師に対する時間外労働の上限規制の適用開始までの間に、地域で

の医療提供体制を確保しつつ、医師の労働時間短縮を強力に進めていくため、必要かつ

実効的な施策を講じる必要があり、特に勤務医が働きやすく働きがいのある職場づくり

に向けて、他職種も含めた医療機関全体の効率化や勤務環境改善の取り組みとして、チ

ーム医療の推進や ICT等による業務改革を進めていくことを目的とする。

2 対象事業
O地域医療勤務環境改善体制整備事業

地域医療において特別な役割があり、かつ過酷な勤務環境となっていると都道府県

知事が認める (1)に掲げる医療機関が行う (2)の事業を対象とする。

(1)対象医療機関

次のいずれかを満たす医療機関であつて「4 交付要件」を満たすもの。ただし、
診療報酬により令和 2年度改定で新設された地域医療体制確保加算を取得している

場合は対象としない。

① 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによ

る搬送件数が、年間で 1000件以上 2000件未満であり、地域医療に特別な役割

がある医療機関

② 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによ

る搬送件数が、年間で 1000件未満の医療機関のうち、次のいずれかに当てはま

る医療機関

ア 夜間・休日日時間外入院件数が、年間で 500件以上であり、地域医療に特
別な役割がある医療機関

イ 離島、へき地等で、同一医療圏に他に救急対応可能な医療機関が存在しな
いなど、特別な理由の存在する医療機関

③ 地域医療の確保に必要な医療機関であつて、次のいずれかに当てはまる医療機

関

ア 周産期医療、小児救急医療機関、精神科救急等、公共性と不確実性が強く働
く医療を提供している場合

イ 脳卒中や心筋梗塞等の心血管疾患の急性期医療を担う医療機関であつて一
定の実績と役割がある場合など、5疾病 5事業で重要な医療を提供している

場合



④ その他在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関

※①及び②の救急医療に係る実績は、1月から12月 までの1年間における実績とす

る。

(2)対象事業

医師の労働時間短縮に向け的な取組として、4の (3)における医療機関が作成し

た「勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」に基づく取組を総合的に実

施する事業。

3 補助対象経費
「2(2)対 象事業」に定めた総合的な取組に要する経費に対して補助を行う。
※診療報酬により医師事務作業補助体制加算及び看護補助加算を取得している場

合、その加算の対象範囲において更に本事業の対象とすることはできないが、そ

の加算を取得していない場合又は加算を取得していてもその加算対象とならな

い範囲においては本事業の対象とすることができる。

4 交付要件
次の (1)～ (4)の いずれをも満たすこと。

(1)勤務医の負担の軽減及び処遇の改善のため、勤務医の勤務状況の把握とその改善

の必要性等について提言するための責任者を配置すること。

(2)月 の時間外・休日労働が 80時間を超える医師を雇用している若しくは雇用を予

定している医療機関で、労働基準法第 36条に規定される労働組合若しくは労働

者の代表と結ぷ協定 (以下「36協定」という。)において全員又は一部の医師の

年の時間外・休日労働時間の上限が 960時間を超えていること又は全員若しく

は一部の医師の年の時間外 口休日労働時間の上限が 960時間を超えた 36協定の

締結に向けた見直しを予定着しくは検討していること。

(3)2024年 までに
日(B)水準指定を予定している医療機関 ((B)水準医療機関に求められる医療

機能を満たす医療機関に限る。)については、 (B)水準対象業務に従事する医

師については、年の時間外 □休日労働時間が 1860時間以下、それ以外の医師に

ついては年の時間外 口休日労働時間が 960時間以下

・前記以外の医療機関については、年の時間外・休日労働時間が 960時間以下

となるよう次の①・②に留意し、当該保険医療機関内に多職種からなる役割分担推

進のための委員会又は会議を設置し、「勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資す
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る計画」を作成すること。また、当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行

う際、その他適宜必要に応じて開催していること。

① 現状の勤務医の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で、具体的な取組み内

容と目標達成年次等を含めた恒久的な勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資

する計画とするとともに、定期的に評価し、見直しを行うこと。

② 計画の作成に当たつては、次に掲げるア～キの項目を踏まえ検討した上で、必要

な事項を記載すること。

ア 医師と医療関係職種、医療関係職種と事務職員等における役割分担の具体的
内容 (例えば、初診時の予診の実施、静脈採血等の実施、入院の説明の実施、

検査手順の説明の実施、服薬指導など)

イ 勤務計画上、連続当直を行わない勤務体制の実施
ウ 前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間の一定時間の休息時間の確保 (勤務問
インターバル)

工 予定手術前日の当直や夜勤に対する配慮
オ 当直翌日の業務内容に対する配慮
力 交替勤務制 日複数主治医制の実施
キ 育児・介護休業法第 23条第 1項、同条第 3項又は同法第 24条の規定による
措置を活用した短時間正規雇用医師の活用

※実際に労働時間が短縮していることを都道府県が毎年、本補助金の実績報告時に

確認すること

(4)勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該保険医療機関内に

掲示する等の方法で公開すること。

5 算定方法等
(1)当該医療機関が病床機能報告により都道府県へ報告している稼働病床数 (療養病

床除く。2(1)③において「精神科救急」を根拠とする対象医療機関の場合は病
床機能報告における同時点での精神科病床の稼働病床数とする。)1床当たり、1

33千円を標準単価とし、当該病床数に乗じて得た額を補助額の基準とし、3の経

費に対してそれぞれ (2)の補助率を乗じて得た額とを比較して少ない方の額を助

成額とする。

ただし、報告している病床数が 20床未満の場合は、20床 として算定する。

(2)3の うち、資産の形成につながる費用については事業者負担を、必ず求めるもの

とする。

(3)また、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
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(参考)医師の働き方改革に関する検討会報告書 (平成 31年 3月 28日 医師の働き方改
革に関する検討会)抜粋

(地域医療確保暫定特例床準の対象医療機関)

(中略)

O C地域医療の観庶から必須とされる機能は、医療の公共性、不確実性、高度の専門性等の観点
から、以下を基本とする。

(ア) 救急医療提供体制及び在宅医療提供体制のうち、特に予見不可能で緊急性の高い医療
ニーズに対応するために整備しているもの (例 :二次・三次救急医療機関、在宅医療にお

いて特に積極的な役割を担う医療機関)

(イ ) 政策的に医療の確保が必要であるとして都道府県医療計画において計画的な確保を図
つている「5疾病・5事業 (※)」

(ウ)特 に専門的な知識 H技術や高度かつ継続的な疾病治療・管理が求められ、代替するこ
とが困難な医療機関日医師 (例 :高度のがん治療、移植医療等極めて高度な手術日病棟管

理、児贅精神畔わ

※ 5疾病口5事業 :がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、精尿病及び精神峡患の
「5疾病」、救急因療、災害時における医療、へき地の医療、周産期医療及び小児

医療の「5事業」

O 上記 (ア)～ (ウ)のような機能について、国として一定の客観的な要件を整理した上で、地
域の個別事情を踏まえながらも恣意的な適用とならないよう定めることが必要であり、具体的

には以下のとおりとする。

<(ア)(イ )の朝原から>
i 鶉 医

l―

ii 二次救急医!離関 かつ 「年間救急車受入台数1,000台以上又は年間での夜間 日休日日

時F日日外帥 500件以上」 かつ「麟 言十画において5療病 5事業の確保のために必要な

役割を担うと位置付けられた医療機関」

ili 在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関

彬 公共性と不確実性が強く働くものとして、都道府県知事が地域医療の確保のために必要と
認める医療機関

(例)精神科救急に対応する医t離関 (特に患者が集中するもの)、 小児救急のみを提供す
る医療機関、へき地において中核的な役割を果たす医療機関

※ 以上について、時間外労働の実態も踏まえると、あわせて約 1,500程度と見込まれ
る。

<(ウ)の衛騰め らヽ>
特に専門的な知識・技術や高度かつ継続的な疾病治療口軸 求`められ、代替することが困

難な医療を提供する医療機関

(例)高度のがん治療、移植医療等極めて高度な手術・病棟管理、児童精神科等

以上
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担当者名 日連絡先

代表者 (管理者)名

住所

医療機関名

役職・氏名 連絡先

電話番号

メールアドレス

様式 1

地域医療勤務環境改善体制整備事業申請書

(実績等)

〔記載上の注意〕

1 「 2」 については、申請を行う年度の前年 1年間 (2020年度に居け出る場合は、2019

年 1月 ～12月 の 1年間)の救急用の自動車等による搬送件数を記載すること。

2 様式 2を添付すること。

4 病院勤務医の負担
の軽減及び処遇の改

善に資する体制

3 その他診療実績
※ 2において救急用の自

動車等による搬送実

績が 1000件未満の場

合は右欄のいずれに

骸当するかチェック

の上記載 (内容につ

いて説明が記載仕切

れない場合には別紙

として差し支えな

い)

2 救急用の自動車等

による搬送実績

1 当該事業に係る稼
働病床数

合計

一般病床

医療法上の病床種別

様式 2に記載すること。

□②ア 夜間E休日・時間外入院件数 (     )件
期 間 :(    )年 1月 ～ 12月 ※病床機能報告と期間が異なる

□②イ 離島、へき地等で、同一医療圏に他に救急対応可能な医
療機関が存在しないなど

実績等 (                    )
□③ア 周産期医療、小児救急医療機関、精神科救急等
実績等 (                    )

□③イ 脳卒中や心筋梗塞等の心血管疾患の急性期医療
実績等 (                    )

□④ その他在宅医療
実績等 (                    )

上記期間における救急用の自動車等による搬送件数

(      )件

救急用の自動車等による搬送実績

期 間 :(    )年 1月 ～ 12月 ※病床機能報告と期間が異なる

床

床

床

病床機能報告により都道府県へ

報告している稼働病床数
※精神科教急を根拠とする場合は同報告と同時点

の精神科病床数



様式2

勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制

新規申請時の状況について記載する事項
(日には、適合する場合「/」を記入すること)

〔記載上の注意〕
1勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に対する体制について、実施しているものにチエックを行うこと。
2(3)は検討した取組内容について1つ以上選択すること。
3(4)は補助対象経費が複数ある場合は桐を適宣追加又は別紙として添付すること。

常勧 ( )名

(オ )その他(自由記敏・補足等)

(工 )宿日直(回/月 ) 平均:   (     )回 /月
最大:   (     )回 /月
最小:   (     )回 /月
連日当直を実施した者の人数及び回数 ( )名・のべ ( )回

(ウ )超過勤務時間 (時間/月 X■ 4)

平均:   (     )時 間/月     80時 間/月以上の者の人数:  (    )名
最大:   (     )時 間/月     155時 間/月以上の者の人数: (    )名
最小:   (     )時 間/月
■4常動医における但を配盛。

■4超過勤務時画:法定休日以外の日において1日につき8時間を超えて労働した時間並びに1週について40時間を超えて

労働した時間数及び法定休日(週に1日、又は、4還につき4日付与する構務あり)において労働した時間の総和

(イ)勤務時間以外についての勤務状況 (■ 2)の 把握内容
□ 年次有給休暇取得率           □ 時短動務実施者 (キ 3)致

□ 育児休業・介歴休業の取得率       口 その他

(具体的に :

■2前年度の実績を配磯.
■3所定労働時口をあらかしめ減した勤務体制としている者

(ア)勤務時間の具体的な把握方法 ロ タイムカード、ICカード

□ 出席簿又は管理簿等の用紙による記録 (上司等による客観的な確認あり)

口 その他

(具体的に:                   )

宿日直(41)を担当する医師( )名 (うち非常勤 ( )名 )

医療機関に勤務する医師数

(令和  年 月 日時点)
■1宿日直については、平日の平均的な1日における体劇を配磯すること)

非常勤:  ( )名

イ

(2)勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制

(3)勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の具体的な取組内容

(ア)～ (ク)の項目を踏まえ検討し、必要な事項を盟載すること(配載した事項にγするこど (※申H時1_視出すること。)

□ (ア )医師と医療関係職種、医療関係職種と事務職員等における役割分担の具体的内容

□ (イ)勤務計画上、連続当直を行わない勤務体制の実施  口 (ウ )勤務問インターバルの確保
□ (工)予定手術前日の当直や夜勘に対する配慮     □ (オ)当直翌日の業務内容に対する配慮
□ (力 )主治医制の見直しの実施             口 (キ)短時間正規雇用医師の活用

□ (ク )その他 (                 )
※その他取組の傷:所定労働時間内での病状説明の励行に係る掲示 等

(4)(3)の取組内容に要する経費

ア 勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関する責任者 氏名

工 勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項の公開 口 医療機関内に掲示する等の方法で公開

(具体的な公開方法

ウ 勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画 □ 計画策定   (初回の策定年月日
(直近の更新年月日

□ 職員に対する計画の周知

年

年

月

月

日

日

イ 多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議 開催頻度:   回/年
今加人数:平均    人/回
今加職種 (

磯種 :

合計

補助対象経費 支出内容

才

資産形成
有無

所要見込観 補助対象観



(別葉 1)

月

厚 生 労 働 大 臣 殿

都道府県 知 事

医療介護総合確保法に基づくOO年度都道府県計画の事業完了報告について

標記について、OO年度都道府県計画における地域医療介護総合確保基金管理運営

要領の第3の (1)の①、②、④及び⑥の全ての事業が完了したことから、関係書類

を添えて次のとおり報告ずる。

1 00年度都道府県計画における地域医療介護総合確保基金管理運営要領の第3

の (1)の①、②、④及び⑥の全ての事業が完了した日

OOttOOtt OO日

2 交付精算額

(1)医療介護提供体制改革推進交付金  金

(2)地域医療対策支援臨時特例交付金  金

3 添付書類

地域医療介護総合確保基金管理運営要領に基づく事業実施状況報告書 (写 )

(事業完了年度分 )

口巧第

年

円

　

円



(男J葉 2)

年   月   日

厚 生 労 働 大 臣 殿

都道府県 知 事

医療介護総合確保法に基づくOO年度都道府県計画の事業完了報告について

標記について、OO年度都道府県計画における地域医療介護総合確保基金管理運営

要領の第3の (1)の③及び⑤の全ての事業が完了したことから、関係書類を添えて

次のとおり報告する。

1 00年度都道府県計画における地域医療介護総合確保基金管理運営要領の第3

の (1)の③及び⑤の全ての事業が完了した日

OOttOOtt OOロ

2 交付精算額

(1)医療介護提供体制改革推進交付金

(2)地域介護対策支援臨時特例交付金

3 添付書類

地域医療介護総合確保基金管理運営要領に基づく事業実施状況報告書 (写 )

(事業完了年度分)

口▼第

円

　

円

金
　
金



(男U葉 3)

厚 生 労 働 大 臣 殿

口▼第

年 月

都道府県 知 事

地域医療介護総合確保基金の精算完了後の納付等について

標記について、次のとおり納付等が生したので報告する。

1 納付等が生じた基金の交付年度 OO年度

2 納付等が生じた事業名

3 納付額

(1)医療介護提供体制改革推進交付金

(2)地域医療対策支援臨時特例交付金

(3)地域介護対策支援臨時特例交付金

4 添付書類
口 原因 日経緯等の概要をまとめた資料

円
　
円
　
円

金
　
金
　
金



(男1競構式1)

番        号
年  月  日

厚生労働大臣 殿

OOO喜 道府颯知事
収 区勧 と,合単保と●管理建営I領にとづく●●年藤事線 上状加 告について(〕床機確分化 菫榛構造事車、在宅医歳推逮事二、医像確■告と贈 拿農れ B医労Ⅲ峙田重構事ユ)

3基金事業実施状況
(1)00年度差金積み立て分

基金の保有区分

基金の保有区分

基金の保有区分

基金の保有区分

事車名
事拿第  (“獣名● (働霞銘 を ●●年虚案鷺事

字内害

●●年度

=拿
予定日
(計巨時)

(C/D)

(2)00年度と金積み立て分

事二名
事拿■名(と段名等(爵置守名を

含む))
●●年度真L事
拿内e

●●年虜
事鼻予定嶺
(付H時 )

(0● +1
(C/D)

(2)その他今考となる資召



合計諷

基金の保有区分

円

年度当初保管覆

(A)

円

年度肉興勁預

(B)

円

年度末保百願

(A― B)

(別紙株式2)

吾

年   月
厚生労働大臣 殿

OOO都 道府県知事

地域医療介腹総合確保基金管理運営要領に基づく00年度事業実施状況報告について(介護施設等盤常事業及び介饉従事者確保事業 )

1基 金保管実績

2基 金運用実績

3基 金事業実施状況
(1)OO年度基金積み立て分

(2)OO年度基金積み立て分

4添 付資料
(1)当 麟年度の歳八巌出決算 (見込)書抄本
(2)介瞳施設等の強常に関する事業の実施状況について (別活構支1)
(3)0● 年度における介瞳施段等の整備に関する事業の整備状況等について(別添様式2¬ ～2-6)
(4)その他今考となる資料

号

日

円

基金の保有区分
年度当初保管霞
【Aう

年厘困異動霞

(B)

円

円

年度蒸保青諷

(A-3)

基 !

1計霞

有区分 利な題 垂査額

区分 事牟名
B卑者名(施設名0(開置を名を含

む))
●●年度案歯亭

彙内害

●●年度

事業予定領
(計冒時)

●0年度輿事拿R

(C/D)

基金事業等の実施状況その勉の事情〔こ照らし〔蠍
であるかを雇どナるため、ど全の保々訂台を″,するもの。保存訂台力f
y00,6を上口る奉台だ/す、原甦とし〔過大となる0額を口庁r_―孵″ナる。

区分 事凛名
事拿者名(歯段名等(開設者名を合

む))
●●年度案歯事
阜内喜

●0年度
事業予定エ
(計冒時) 目負担

事彙者等Я

円

(flと 全保管輿■(介重笠事者確保事
阜)Jのうち、00年度積み立て分)

事０

中中
銀
うち、

と

の

Ｔ

車

年度末保管預 (C) (0● +1)年度以降の手栞
実施に要する見込計 (D)

,ヽ

96

保有翻合 (96)

(C/D) するまでに必要となる補助見込額に対する年度末保管

※基金の解営藤力tとと
=幸
学の案施状況その他の韓 Iくらι〔蠍

てあるかを″βチるため、と全の保存訂台を″

'す
るもの。保有割台力f

ξ 過大となる0額を口庁r_脅灯する。rと,,%を上回う編合Fitよ、

の割合



(男,瀧■1)

●顧■

定員嶺‖

介豊歯殴●のH離争件li,,広増Hお
置の増 ・■a化尊

虐員段針 (要 1の合計〕

室ど忠を活用したと,,

又は,一ピス付倉吉●■向け住宅であっ
て、や芝烙段入E守生活介

「

の伯定を重

とを,Iハウス

B単色僑支猥セカ ー

け口Jヽ掘,多●歯盪■宅介建●拿所

慮珈二口 障け封E盪防旧介腱と日
=ニ

卜
"l鰊

●●と菫騒宅介と事患所

B市里軽■を大本―ム(紫 1)

小堀Hオケ7ハウス(0だ

“

量八E■
=Itt「の伯定を■けるものX※ 1)

小舞l蜂雲鬱お人ホーム (票 1)

増ヽ,ど介EEa協

い掘とな介口を大a韓 段

も増鬱をコ

'HIと
を大木―ムに併,さ

に,コートステイ層居室(単 1)

瞬 B■■特
"と
とを入ホーム(柴 1)

お距 田 00■
=
00年二 00年H 00年嵐

(走,円一年車において当初,,と伯工予算を昼翔して口入すること。



都道府県名 :

介臣森養型医俵施般等の介度老人保健施設等への転換と常に必要な霞費 ※施設種別綱については、転換した介重老人保儀施設等の名称を寵

'す

ること

定員数計

金領小針

定員数計(※ 1の合計)

小規模な養腹を人ホーム(※ 1)

お市里経費者人ホーム (※ 1)

定翔選回・臨時対応型訪間介度看E
事業所

特定施設入層者生活介護

1ヽ規模多趣機豊居宅介臣事業所(※ 1

鳳知注吉齢者グルーブホーム(※ 1)

小規嶺をケアハウス(特定施設入層者
生活介との指定を受けるものX※ 1)

小規様な介襲医虚院

小規模な介壼老人保儀施設(※ 1)

疱城密着型特,l養置を人ホームに併
酸されるショートステイ用居室(※ 1)

訪間介Eステーション(大規模化やサ
テライト聖事業所の設置)

養嵐老人ホーム(※ 1)

ケアハウス(特定施設入居者生活介護
の指定を受けるものX※ 1)

舟霞医嶺院

介度を人保住施撤 (`※ 1)

静別養臨老人ホームに併般される
ショートステイ用居室(※ 1)

特別妻とを人ホーム(※ 1)

施設種別 00年度 00年度 00年 度 00年度 00年 度 00年度 合計

金領小計

千 円 千 円



金領計

金薇小計

金領小計

定員敬計(※ 1の合計)

)

・譴時対序望訪間介腹看霞

ループホーム(※ 〉ヽ

)

1)

(※ 1

)

(※ 1)

〕

介霊予防・健康づくりを行う介慶予防携点における防災な性啓発の取組に必要な経費

介慶施設等の大規模停構のほにあわせて行う介慶ロポットICTの導入に必要な経費

(注 )同一年度において当初予算と補正予算を区別して協入すること,



都道府県名 :

金領計

本体施般計 (※ 1の合計)

生活支援ハウス

し墳包括支観センター

介腹予防拠点

巳知症対応亜デイサービスセンター

宦朝遇日,H眸対応聖訪日介E■■事彙所

【合業・併設施設】

施設肉保育施設

小規模な養置を人ホーム

都市聖経費を人ホーム

■慶小規模多機能聖居宅介臣事業所

盟知注高齢者グループホーム

1ヽ規模なケアハウス(地域密着聖特定

Jヽ耀槙は介置医農院

llヽ規模な分離を人保健施設

L墳密着聖特月1養置老人ホーム及び
隣設されるショートステイ用居室

養護老人ホーム

介陵付きホーム (有料老人ホ‐ム又は

ケアハウス(特定施設入居者生活介慶
の指定を受けるもの)

介霞医療院

介臣老人保儘施設

特劇養震老人ホ‐ム及び併設される
ショートステイ用居室

【本体施設(※ 1)】

施設蘊

"B

か 所

か 所

か 所

OO年度

ねヽ所

か 所

か 衝

か 高

,1ヽ 蔚

か 局

か 蔚

か 所

00年度

おヽ所

か 所

か 所

か 所

か 所

か 所

か 所

か 所

か 所

おヽ所

か 所

か 蔚

00年度

か 所

か 所

か 所

か 所

か 所

か 所

ねヽ所

ねヽ所

か 厨

か 所

か 所

か 所

おヽ 蔚

00年度

千 円

か 所

か厨

か 所

か 再

OO年度 00年度

おヽ 所

か 所

合計

ア〕ヽ所

か 所

か 所

(注)同一年度において当初予算と補正予算を区用して配入すること.



都道府県名

金額計

金額小計

事業所敬計

金額小計

施設数計

ループホーム

人保健施設

金額Jヽ計

定員数計

金額小計

符凋套眼を入不‐ム及び併設 gれるシヨー
トステイ用居室 (多床室 )の プライバシー保
購のた Vうの議佳

金額小計

ユニッHヒ定員数計

施設組尉

キ 円

00年震

手 円

00年度 00年度 OO年度 00年度 OO年度

共生型サービス事祟所の整備

介蔭施骰等のを取り環境の整備

既存施設のユニット1ヒ改停

合計



都道府県名 :

と歯計

建●候補地等の確保支援(確保敷)

事業区分

■ 口

もヽ踊

OO年度

■ 日

ふ 蔚

あヽ踊

00年度

手 岡

hヽ踊

か 所

ツlヽ蔚

00年 度

■ 口

あ、蹄

おヽ所

あヽ 蹄

OO年庄

あヽ 所

あ、睛

あヽ断

OO年度

手 口

か 再

ふ 隔

おヽ再

OO年 度

ふ 再

か 再

合計

か 断

(注)同―年度において当初予算と補正予算を区用して隠入すること。



金額計

金額小計

金額小計

金観小計

事業区分 OO年 度

手 円

OO年 度

手 円

OO年 度

手 円

OO年 度

手 円

OO年 度

手 円

OO年 度

キ 円

介護施設等における多床室の日室化に要する改修資支援事業

介霞施設等における感染拡大防止のためのプーエング環境等の整備に係る経費支援事業

介饉施設等における簡易陰圧装■の設置に係る経費支援事業

合計

(注)同一年度において当初予算と補正予算を区別して記入すること。



都道府県名

金額計

整備か所数計

定期巡回・臨時対応型防問介謹看瞳
事業所

小規模多機能型居宅介議事業所

認知症蔦齢者グループホーム

ケアハウス(特定施設入居者生活介厳
の指定を受けるもの )

介腫医療院

介護老人保健施設

特別養瞳老人ホーム

施設程別

か 所

ねヽ再i

ふ 蔚

ンJヽ再

hヽ所

か 所

か 所

ちヽ所

hヽ蔚

OO年 度

か 所

おヽ所

ちヽ高

か再i

おヽ再

か 所

おヽ所

ちヽ所

OO年 度

か 所

か 所

あヽ所

ツ)ヽ廊

hヽ再

ザょ、蔚

か所

か 所

あヽ所

00年 度

か 所

か 所

おヽ 所

ふ 所

ツ〕ヽ蔚

フl、蔚

か 所

か 蔚

OO年 度

手 田

ふ 蔚

か 所

か 所

か 所

あヽ所

Viヽ所

フlヽ蔚

か 所

OO年 度

手 四

hヽ蔚

か 所

か 所

ちヽ所

おヽ所

おヽ蔚

れヽ所

か所

OO年 度

か 所

ちヽ所

か 所

おヽ再|

ツ)ヽ所

ちヽ所

合計

(注 )同一年度において当初予算と補正予算を区別して記入すること。

(注 )複数の施設の介瞳職員用の宿舎を整備する場合は、両方の施設種別に計上すること。



(BJ瀧式2-1)

都道府県名

A整備の計画 (年度当初)
番号 t'内

市町村名 事業区分 施設猛別 と偏区分
定R政
(人 )

着工(予定l
年月ロ

設置主体名 運営主体名
施設・
事業所名

定員数
(人 )

構事業費
(千円)

延床面積
(献)

段ェ
年月日

補助単価
(千円)

補助額 研
(千円)

常 ■

。「地増医療介歯綸合確保嘉金 (地域0若型サービス等整備助成事秦)」の燎 滝設について、配け ること.
・管内の市町村(指定都市、中積市、的別区を台む)ごと、かつ、た段構別ごと1と、定員数帯を記載すること(基金・交付金を活用せザ事索き力:全傾白E財漂によつて豊備するものを台む)。
・「A盛常の計口(年度当初)J相には、年度当初の整備針コについて、「B整偏の案嶺(決算時)」幅には、基金の決算時の整備集積について記載すること。
。「A強倍の計画(年藤当初)1に記載した定員数等に対して、設置主体等が権厳あるような→合は、当厳番号に校番号を付して、列を追加して追記すること(例「番号■1,卜2).
・「事業区分」相は、地域医療介霞織合確保と金←理運営要傾の別記I-1及び別記1-2の 2の (1)の ア又はイの事案を記歳すること。
・「歳常区分」積は、地域医療分虫縮合確保と金管理運普要領の別

“

ユー1友び別記1-2の 2の (1)の アの事葉については、「創鞍」、「増

“

(床)J、「改犠J、「増改黎」のいすれかを記戯し、
地増医家介慶総合れ保と0,管襄選皆要傾の別記l― l及び別記1-2の 2の (1)のイの事業については、「大規模と僣Jヌは「耐臓1ヒ」を記歳すること。
・「定員微(人)J相は、小規篠多輸縮型B宅介麟事業所は宿泊定員を記け ること,
・「府工l予定l年月口」襴には、工事に着工する年月日(予定)をR歳すること。
・「設置主体名J「運曽主体おJ欄は、法人名等を記載すること.
。「施餃・事秦所名」相は、施設等の名格を記載すること.
・「構事索費(千円)J桐は、鞍研監理料を除いた金額を記載すること。
・「妊床面積 (nf〉 J綱は、当僚お切について記載すること。
・「熾工年月日」相には、当は建的が完成した年月日を記載すること。なお、決算時に当獣建

"が
未完成であり、事業力:構撹中のB合は配載を要きず、その,備考襴へ配載すること。

■構勁単価(千円)J欄には、地域とを型得別共慎者人ホーム及び極費者人ボーム(ケアハウス、2つ名以下)は 1床あたり単価を、それ以外は1滝置あたり単価を記,すること。なお、全頓自己財源のB合、配歳を要しないこと,
・「補助額 研(手円)」相には、補助後の額を戯 すること。なお、全額自己財凛のB合は、記載を要せず、また、と金による構助額の合研は、(1)表と一致きせること。
・「事業区分」構に地城寄お型サービス造設等事秦整備事れを記載した尋合、「常■」相には、合業・併投のB合には「アJを、空き家を改をした4合には「イ」を記け ること。
・「事業区分J欄に分譲竜世等の創段を条件に行う広増型施設の大翔傑体構・耐療化雲備事業を籠命した与合、「備考」欄には、創段する分霞施設等の施設種別とと備(予定)年慶を記載すること。
・行が不足するB合は、追加するこLまた、研

“

式等が設定されているため、列の追加等の書式変更は行わないこと。
。当は表は、電子確体でも提出すること。



都道府県名

(別添様式2-2)

EOO年度における「地域医療介護総合確保基金管理運営要領Jに基づく執行状況について
(介醸施設等の施設開段準備経費等支援事業及び定期借地権設定のための一時金の支援事業分)

事業の実績 (決算時)

番 号 管内
市町村名

事業区分 施設植月J 設置主体名 運営主体名
施段・

事業所名
定員数
(人 )

を工等(予定)
年月日

事業開始
年月日

総事業貴
(千円)

補助単価
(千円)

補助額 計
(千 円)

当旗事業のための基金積立年度 備 考

11

・「地域医療介霞総合確保基礎 (介懐施設等の施設開段お備経費等支援事業及び定翔借地権設定のための一時金の支援事業分)Jの対象施設について、記域すること。
・管内の市町村 (指定都市、中族市、特別区を含む)ごと、かつ、施段種男lごとに、定員数等を記域すること。
。「事業区分」桐は、地減医療介霞輸合確保基金管理連曽要領の別記ユー1及び別記ユー2の 2の (2)のア～ウ又は別寵l-1及び別記ユー2の 2の (3)の事業を記載すること。
・「設置主体名J「運営主体名」桐は、法人名等を記載すること。
・「施設・事業所名」相は、施設等の名称を記載すること。
・「定員数 (人 )」桐は、小規模多機能型居宅介霞事業所は宿泊定員を記載するこh
。「着工(予餅 月日J相には、当旗施設等の開股準備等に必要となる期間の開始日を記載すること。
・「事業開始年月日」相には、当は施設の事業の開始年月日を記載すること。
・「縮事業費 (千円)」桐は、設計監理料を除いた金額を記載すること。
・「構勁単価 (千日)Jには、「事業区分」で定めている補助単価を記載すること。
・「補助額 計 (千円)J襴には、補助後の額を記載すること。
イ定翔借地構設定のための一時金の支援事業」分の「偏考」桐には、本体施設の場合は「ア」を、合集・併骰施設のを合は「イ」を記入すること。
・行が不足する場合は、追加すること。また、計算式等が設定されているため、列の追加等の書式変更は行わないこと。
・当は表は、電子媒体でも提出すること。



(別添様式2-3)

都道府県名 :

(決算時)

t内
市町村名

事業区分 徳設種月l 改停等の構別 設置主体名 運営主体名
施設
事表所名

定員数
(人 )

ね事業崇
(千月)

妊床面積
(置 )

お工 (予定)
年月日

熾エ
年月日

補助単価
(千円)

構助頓 研
(千日)

当欲事業のための基金積立年
度

備 を

・「地増医療分悽構合確保と金 (競存の帝月J装悽七人ホーム等のユニット化改催等支景事業)Jの対象施搬について、配載すること。
・管内の市町村 (指定都市、中敏市、特用J区を含む)ごと、かつ、施設構21ごとに、定員数帯を記載すること.
・「事業区分J欄は、お墳医療介悽縮合権保基金管理E曽要領の別記1-1の 2の (4)の ア～オの事業を記載すること。
・「施設種用J」偶は、介建療秦製蔭療施設の転換に関する事業の尋合は、転換後の施設名を記載すること。
・「改修与の種別」相は、地域医療介霞構合確保基金管理運曽要槻の別記l-1の 2の (4)のアの事業については、「個生‐ユニットJ又は「多床室 (ユニット型ほ室的多床室を合む)‐ユニット」を記載し、
別

“

1-1の 2の (4)の クの事業については、「創餃」、「改革」、「改催Jのいずれかを確載すること。
・「設置主体お J「理皆主体名J欄は、法人名等を記虫すること。
・「施設・事業所名J相は、た段等の名称を記載すること。
■定員数 (人)J「廷床面積 (=置)J欄は、改停事業のと合については、改書を行つた床敬及びその廷べ床面積について記載すること。
・「構事業費 (千円)J欄は、設計藍理料を除いた金額を記命すること,
。「若工l予定l年月日J相 には、工事に着工する年月口(予定)又は、当嵌施設等の開設準備に必要となる期間の開始日毎を記載すること。
「兼工年月口J相には、当麟建わが完成した年月日を能

'す
ること。なお、決算時に当は建りが未完成であり、事秦が描絨中のIB合は記戦を要きず、その日常考相へ記喩すること。

・f精助単価 (千円)Jには、「事業区分」(定めている構助単価を記戯すること.
「構助領 ‖ (千円)J相には、構Bj金の領を記け ること,
行お:不足するう合は、追加すること。また、叶

“

式いが段定されているため、列の追加等のを式変更は行わないこと。
当僚表は、電子煤体でも提出すること。



(別添様式2-4)

■OO年度におけるf地域医療分護構合確保基金管理運営要領」に基づく執行状況について(民有地マッチング事業) 都道府県名

共通 土地等所有者と介饉施設等整備法人等のマッチング支援 整備候補地等の確保支援 共 通

整備侯構
地等
灌定数 (か
所)

整備侯精
地等
応募嗽 (か
所)

番号

管内
市哺 名

事業区分

介麟応段
等整備法
人等応募
改

介譲施確
等と備法
人等通定
数

マッチング
厳 (力所 )

豪備快f定
歎 (か所 ) 輔租中昴

敢瓶内を 配置号所 配E主体 配置人
毀 (人 )

事案内を
事業開始
年月日

構事業,
(千円)

構助■価
(千円)

補助幅 計
(千日)

度
備 考

「地増医療介悽総合確保基金(民有地マッチング事桑)Jの実施状況について、記伐すること
・F内の市町村(指定都市、中挟市、特別区を含む)ごと1こ記載すること。
I事業区分J幅は、烙壊医療介B構合確保と金t4運営要領の別配ユー1の 2の (5)のア～,の事来又は別記1-2の 2の (4)の ア～ウの事魚を記戯すること。
・事業区分に応して「土地0所有者と介譲施設毎整備法人等のマッチング支授J、「盛備候補地等の強保支視」ヌは「地域連携ヨーディネーターの配置支授J相及び「共通J欄を記載すること。
・「取瓶内を」信は、取れ内宕を具体的かつ侑凛に配戯するとともに、取担内をが分かる資料を活付すること.
I配■Ⅲ所」稿はヨーアィネーターを配Eしている尋所 (市町村、介離滝搬等)を記敏すること。
・「配置主体」輌はヨーディネーターを雇用している主体を記載すること。
「事業内磨」槽はヨーディネーターの業務内事について、
ア 地域住民との日と イ
イ事業開始年月

,
オを選択するB合は、具体的な内惑を0で記歳すること。
その他 (    )

るヽため、列の追加等の書式蛮更は行わないこと。



(月J瀧 式2S)

都適府県名

整備の実績 (決算時)

共通 簡IB陰圧装置設置経費支援 従来型個室・多床室のノーニング趣費支援
2方向から出入りできる家族面会室の整

備経費支援
多床室の個室化に要する改修費支援 共 通

事業区分 施設祖房J
名

台数 施設翻劇 施設 事業所名 力所政 施設程月J 施段 事業所名 力所政 施餃租月l 施設電別
所在

施骰 事崇所名 定員歓
年月日

補助標
計
(千円)

常 有

Jの実施状況について、記載すること。
」相は、

・「事菓開始年月日」福には、
・「構助領 研 (十日)J格には、
・行が不足すう尋合は、追加すること。また、
・当麟表は、電子楳体でも提出すること。

のア～ウの事業を記載すること。

のア～1)それぞれの(イ)

る`ため、列の追加等の書式変更は行わないこと。

「2方向から出入りてきる家法面会室の整備経費支授」、「与床童の櫛室化に察する改停費支操Jのいずれかの相及び「共通」相を記強すること。



(別添様式2-6)

■OO年度における「地域医療介護総合確保基金管理運営要領」に基づく執行状況について(介護職員の宿舎施設整備事業) 都道府県′名

整備の実績(決算時)

番号 管内

市町村名
対象施設秘 lJ 整備区分 設置主体名 運営主体名

施 設 ・

事業所名

対象施段の

定員数
(人〕

宿舎施設の

定員敦
(人 )

構事業費
(千円)

延床面積
(Hl)

竣工

年月日
補助基準額
(千円)

補助額 計

(千円)

当蕨事業のための基金積立年
度

備 考

ln

11

12

14

15

合 言ト

・「地域医療介盛総合確保基金 (介護職員の宿舎施設整備事業 )」の対象施設について、記戦すること。
・曽内の市町村 (指定都市、中棋市、特別区を含む)ごと、かつ、対象施設種別ごとに、定員数等を記載すること。
・「対象施設種別」相は、地域医療介醸総合確保基金管理運営要額の別記1-1の 2の (7)のイ及び別記1-2の 2の (5)のイに定める対象施設等を記載すること。
・「整備区分」相は、地域医療介護総合確保基金管理運営要領の別記1-1の 2の (7)のク及び別記1-2の 2の (5)のウに定める整備区分を記載すること。
・「設置主体名」「運営主体名」相は、法人お等を記職すること。
・「施段・事業所名」相は、宿舎を利用する職員が勤務する施設等の名称を記職すること。
。「定員数 (人)」「延床面積 (Hl)J桐は、改修事業の場合については、改修を行っ抱床数及びその延ぺ床面積について記載すること。
。「総事業費 (千円)」襴は、設計監理料を除いた金額を記載すること。
・「竣二年月 日」幅には、当腋建物が完成した年月日を記載すること。なお、決算時に当譲建物が未完成であり、事業が継続中の場合は記戦を要さず、その旨備考相へ記載すること。
・「補助基準額 (千円)Jには、別表1-1の (7)及び別表1-2の (5)の第1相に定める施設等の区分ごとに、第2欄に定める配分基準により算定した額と第4欄に定める対象経費の実支給額とを比較して少ない方の額を記載すること。
・「補助額 計 (千円)」相には、補助金の額を記戦すること。
・行が不足する場合は、追力Hすること。また、計算式等が設定されているため、列の追加等の書式変更は行わないこと。
・当瞭表は、電子媒体でも提出すること。


